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序     文 

 
独立行政法人国際協力機構は、ボリビア国政府からの技術協力の要請に基づき、平成 21 年 6 月

16 日から平成 23 年 12 月 31 日までの予定で、技術協力プロジェクト「生命の水プロジェクトフェ

ーズ２」を実施しています。 

今般、プロジェクト実施期間終了を平成 23 年 12 月に控え、当機構は平成 23 年 8 月 21 日から 26
日まで、ボリビア事務所所長を団長とする終了時評価調査団と、ボリビア国側の評価チームとこれ

までの活動実績等について総合的評価を行いました。これらの評価結果は、日本国･ボリビア国双方

の評価委員による討議を経て合同評価報告書として取りまとめられ、署名交換の上、両国の関係機

関に提出されました。 

本報告書は、当該調査の結果をまとめたものです。この報告書が本協力の成果発現に向けた取り

組みに役立つとともに、ボリビア国の開発ならびに両国の友好・親善の一層の発展に寄与すること

を期待いたします。 

終わりに、本調査にご協力とご支援をいただいた関係者の皆様に、心から感謝申し上げます。 

 

平成 23 年 10 月 

 
独立行政法人国際協力機構 

ボリビア事務所 
所長 松山 博文 
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AAPS 飲用水・衛生監査官 
ANESAPA 全国上下水道サービス公社連合組合 
APC 草の根・人間の安全保障無償資金協力 
ASVI2 生命の水プロジェクトフェーズ 2 
CAF アンデス開発公社 
CAPyS 市・村落・水衛生委員会 
CIMAS - SIS 市町村水・衛生・総合連帯システム多組織委員会 
CT ASVI 技術センター 
DESCOM-P 村落開発・生産モデル 
DINESBVI 国家レベル水・衛生・住宅セクター審議会 
EPSA 水・衛生サービス供与機関 
FPS ボリビア国生産・社会投資基金 
H.A.M. 市役所 
INE 国家統計局 
IP 生産的活動 
IT 地域適正技術 
JICA 日本国際協力機構 
MMAyA 環境水資源省 
PDD 県開発計画 
PDM プロジェクトデザインマトリックス 
PND 国家開発計画 
POA 年間活動計画 
PROASUVI 生命の水プロジェクト（フェーズ 1，2）の総称 
PRODASUB 地方地下水開発計画フェーズ 1～3（無償資金協力）または、同協力により

作成された各県の地下水開発プログラムを指す。（ただし、県によって名称

が異なる） 
●PRODASUB：（チュキサカ、ラパス） 
●PROASU:（サンタクルス） 
●PRODASUT:（タリハ） 
●PRODASAR:（オルロ） 
●PRODEAS:（ポトシ） 

PSD セクター開発計画 
SEDEPPAR 飲用水用井戸掘削・灌漑用水局 
SEDAG 県農牧開発局 
SEDES 県保健局 
SENASBA 国家基礎衛生サービス持続局 
SIJAFAS JICA-ASVI2 – 地下水源情報システム 
UNASBVIs 水・基礎衛生・住宅課（ラパス、タリハ、ベニ、パンド、コチャバンバ） 

UNASBA:（オルロ、ポトシ） 
JSCRH:（チュキサカ） 

UDAPE 社会経済政策分析部 
VAPSB 上水道・基礎衛生次官室 
VIPFE 公共投資融資次官室 
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本報告書（和文）第 1 章～第 7 章は、基本的に終了時評価報告書（西文）の和訳となっている。ま

た、西文報告書から記載を追加した箇所については、イタリック体で記載している。 
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評価調査結果要約表 

１. 案件の概要 

国名：ボリビア多民族国 案件名：生命の水プロジェクトフェーズ２ 

 

分野：水資源･防災 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：ボリビア事務所 協力金額（評価時点）：2.57 億円 

 

協力期間 

(R/D): 2008.6.16-2011.12.31 先方関係機関：環境・水資源省、9県 

 日本側協力機関： 

 他の関連協力：無償「地方地下水開発計画」 

 フェーズ 1－3等 

１-１ 協力の背景と概要 

 ボリビアにおける「安全な水にアクセスできる人口」は全国で 71.5％（2005 年世銀）であ

り、ミレニアム開発目標である全国給水率 78.5％には到達できていない。とりわけ、人口の

38％が居住している村落部における給水率は 50.6％（2006 年世銀、MDG 進捗報告）であり、水

因性疾患の蔓延や高い乳幼児死亡率の一因にもなっている。 

 こうした状況を受け、我が国は 1994 年に村落部給水事業計画を策定する開発調査を実施

し、その後、県を対象とした 1998 年以降 3 回の無償資金協力により、地方部での地下水開発

に必要な機材を調達し、パイロット村落において井戸掘削と施設建設を行った。この機材を活

用し、ボリビア 9県中 6県において地下水開発事業が進んでいる。 

 一方で、市の管轄である井戸掘削後の給水施設の設置や給水施設の維持管理についてはボリ

ビア独自の取り組みが進められてきたものの、その取り組みが不十分であった。 

 そこで、これらの取り組みを強化するため、ボリビアは日本の協力の下、上記 6 県を対象に

技術協力プロジェクト「生命の水プロジェクト」（2005 年-2008 年）を実施し、各県の水・基

礎衛生・住居課の能力強化による市管轄の活動の支援、給水施設維持管理のための生産的村落

開発モデルの導入・普及、水分野関係機関や水資源省基礎サービス次官室等との連携強化など

を実施した。 

 これにより、給水施設の設置が促進され、対象地域の給水施設設置率は 80％まで改善される

とともに、維持管理についても、村落水委員会が実施する体制が確立された。 

 フェーズ 1 の実施を通じ、各県で実施能力に差があること、ならびに比較的事業が円滑に行

われたオルロ県、サンタクルス県による他県への技術支援が有効であることが確認された。 

 また、井戸掘削技術については、今後、より高度な技術が求められる地域での地下水開発の

必要性が見込まれることから、さらに高度な物理探査・検層等の技術知識の向上が求められ、

市・村落水委員会への支援や、地域適正技術の研究開発、県レベルの水審議会の強化も、継続

的な事業に必要であることが確認された。 

 

 更に、ボリビア側は県による村落給水事業をベニ県、パンド県でも実施するため、給水事業

5 カ年計画を作成する開発調査を日本の協力のもと実施（2007-2009 年）するとともに、これ

まで給水事業担当課が存在しなかったコチャバンバ県でも、該当課を設立する動きが出てき

た。 

 これを受けて、ボリビア政府は日本国政府に対し、対象をボリビア全 9 県に広げ、フェーズ

1 の実施を受けて確認された問題点を解決するため、「生命の水プロジェクトフェーズ 2」を日

本国政府に要請してきた。 

 同要請を受け、同プロジェクトを 2008 年 6 月から 2011 年 12 月まで実施した。（ただし、同

プロジェクトをボリビア側が独自で 2013 年 12 月まで継続実施することを R/D 上で規定してい

る。） 
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１-２ 協力内容 

 対象 9 県において、県の水・基礎衛生・住宅課（UNASBVI）の事業実施能力を強化し、ま

た、県・市・村の協働体制を強化することで、9 県の村落給水事業・管理能力を強化するもの

である。 

 

（１）上位目標 

 全国地方部給水率の向上および保健指標の改善に貢献する 

 

（２）プロジェクト目標 

 県の村落給水事業の持続的実施能力が強化される 

 

（３）成果 

 １．県間の連携協力拠点の組織強化 

 ２．研修機能強化 

 ３．市町村、住民共同体、CAPyS へのフォローアップ体制強化 

 ４．調査研究機能強化 

 ５．水審議会の組織強化 

 

（４）投入（評価時点） （総投入額：2.57 億円） 

日本側： 

長期専門家派遣  1 名 機材供与        1.95 億円 

短期専門家派遣  5 名 ローカルコスト負担   0.76 億円 

研修員受入  9 名 その他            円 

相手国側： 

カウンターパート配置： 46 名  

土地・施設提供： 執務スペース、技術センター 

ローカルコスト負担： Bs.133.84（百万） ＊2011 年度は計画値 

その他 

 

２. 評価調査団の概要 

 調査者 （担当分野：氏名  職位） 

(1)総括   ：松山 博文     JICA ボリビア事務所所長 

(2)給水計画 ：山本 敬子     JICA 国際協力専門員 

(3)協力企画 ：西村 貴志     JICA ボリビア事務所次長 

(4)評価分析  ：マルセロ・エンダラ 現地コンサルタント 

調査期間 2011 年 8月 21 日 〜2011 年 8 月 28 日 評価種類：終了時評価 

３. 評価結果の概要 

３-１ 実績の確認 

（プロジェクト目標の達成度） 

 プロジェクト目標である「県の村落給水事業の持続的実施能力が強化される」は、対象９県

毎の達成度に差があるものの、ほぼ達成されたと判断される。特に、サンタクルス、オルロ、

ラパス、ベニの 4 県は独自の井戸掘削機材の製作を開始したり、県内他局（農牧局）との連携

を進めるなど、各県で様々な独自の活動が実施され始めており、能力が大きく強化されたと判

断された。 

 次いで、チュキサカ、ポトシ、パンドの 3 県も、一部の指標に未達成のものがあるものの、

その他指標の達成度、研修による人材育成状況などを総合的に勘案すると、十分能力強化され

ている。 
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 タリハ県は県全体としては指標を達成したが、C/P 機関以外の組織による井戸掘削数への貢

献度が大きく、C/P 機関自身の能力強化は不十分であった。また、コチャバンバ県について

は、同県の政策として村落給水より灌漑促進を重点としたことから、当初予定されていた村落

給水事業を担当する課の設立がされず、具体的なプロジェクトへの参加は無かった。 

 

（成果の達成度） 

 成果１は、ほぼ達成されている。サンタクルス県、オルロ県両県の技術センターとも、予算

も確保されており、活動は活発に行われている。一方で、各県間の連携に関する事務局として

の業務実施能力は十分ではない。 

 成果２は、十分に達成されている。研修も目標どおり実施され、研修教材も作成された。 

 成果３は、ほぼ達成されている。コチャバンバ県においては市･村落・水委員会の設置が行

われなかった。 

 成果４は、十分に達成されている。新規技術開発は 13 の技術について調査研究が行われ

（指標は 6技術以上）、うち 10 技術については普及段階にある。 

 成果５は、ほぼ達成されている。9 県全県で水審議会が設立され、チュキサカ、パンド、ポ

トシの 3県を除く全県で情報交換が行われている。 

 

３-２ 評価結果の要約 

（１）妥当性 

 妥当性はとても高い。 

 現政権の国家開発計画（2006-2011 年）、基礎衛生セクター計画（2011-2010 年）、基礎衛生

国家計画（2008-2015 年）、基礎衛生セクター計画（改訂版）（2011-2015 年）において、いず

れも給水率の向上を目標の一つにあげており、その中で地方部給水率の向上は優先課題の一つ

であり、ボリビアのこれら国家政策に合致している。 

 県政府の政策においても、コチャバンバ県を除く 8 県で、各県政府 5 ヵ年計画における優先

事項として位置づけられており、8 県における妥当性はとても高い。コチャバンバ県について

は、先方県政府政策内での村落給水事業の優先順位が低く、実施体制が整わなかったため、同

県に対して具体的な活動は行っていない。 

 また、貧困度の高い村落地域への給水事業は「人間の安全保障」の基本政策に基づいてお

り、日本側の政策にも合致している。 

 さらに、1990 年代から日本が重点的に協力してきた一連の同分野への協力、つまり、地下水

開発に関する開発調査、それを基にした無償資金協力を総括する形で、これらの成果を最終受

益者である村落住民への給水を可能とする本技術協力の実施は、一連の協力アプローチとして

も、妥当性は高いと考えられる。 

 

（２）有効性 

 本プロジェクトは、プロジェクト目標を達成するために必要な活動を実施し、十分な成果を

出した（平均 90％の達成率）と判断され、有効性は高い。特に「技術センターの能力強化」に

より、カウンターパートの異動の事態にも、他県が技術補完支援を実施できる体制を整えたこ

とは、プロジェクト目標の達成と、一部の県ではその後の自立発展性の確保に貢献したといえ

る。 

 

（３）効率性 

 日本側の投入はほぼ計画通りに実施されたが、移転した技術のボ側による共有体制を整えた

ことで、当初予定していた投入（短期専門家、第三国研修）が不要となった。また、同プロジ

ェクトでは日本国政府の他の事業（ボランティア、無償資金協力のフォローアップ、大使館の

草の根・人間の安全保障無償資金協力）等を組み合わせ、効率的に成果を出せた。さらに、他
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ドナーや NGO との連携によるシナジー効果などから、効率性は高いと判断される。 

 

（４）インパクト 

 上位目標である「全国地方部給水率の向上および保健指標の改善に資する」のうち、全国地

方部給水率の向上については、現段階でボリビア政府の公式な発表は無いが、プロジェクトで

の積算によるとプロジェクト終了時点で 68.64％を達成しており、指標の 60.4％を越え、十分

インパクトが出たと判断される。 

 一方、保健指標の改善においては、プロジェクトの貢献度を正式に測定するのは困難である

が、住民への聞き取り調査では、下痢等の疾患が減少してきているという情報がある。 

 また、同プロジェクトで導入した地域共同体生産開発モデル（DESCOM-P）により、単に給水

施設の維持管理費用捻出だけではなく、村おこしの起爆剤となり、村落活動の活性化が見られ

た例があるなど、インパクトが認められる。 

 

（５）持続性 

政策面、財政面 ： ボリビアにおいて、村落給水分野は常に優先順位の高い分野であり、今

後もその重要性は継続すると考えられ、国、県の実施機関ともに、予算

的にも確保されている。 

組織面 ： 本プロジェクトの成果を自立発展的に継続していくために、本プロジェ

クトでは模範的 2県に設置した「技術センター」が他県の実施機関へ支

援する体制を整えた。これらにより、持続性を確保できたと判断でき

る。 

 一方、給水施設の設置などを行う市町村レベルにおいては、脆弱さが

残っている。これに関しては、市町村の能力強化のために、市町村水・

衛生・総合連携システム委員会（CIMAS-SIS）を導入した。これによ

り、今後の能力強化が期待される。 

技術面 ： 本プロジェクトでは、自然環境の異なるボリビアの各地域に適応できる

ような技術開発を目指し、その中で研究開発された「地域適正技術」は

定着の見込みは非常に高い。 
 

３-３ 効果発現に貢献した要因 

（１）計画内容に関すること 

 水は飲料水としての側面だけでなく、衛生面や農業用水などの生産面など、農村地区の生活

において、様々な側面で重要となるものである。そのため、地方給水の開発を目指した事業で

あったが、水分野への協力にとどまらず、DESCOM-P の導入といった、農村における生産面や社

会面の性格を有する生産活動を取り込んだことが、最終受益者レベルに確実に成果をもたらし

たと考えられる。 

 また、全 9 県を対象として広く能力強化を行ったこと、および、中でも活動実績のある 2 県

に技術センターを設置したことで、当国で頻繁に起こる C/P の異動により、ある県で一時的に

能力低下が見られても、能力を維持している他県が技術センターを通じて能力再強化の支援を

行える体制を作ることができたことも、効果発現に大きく貢献した。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

 本プロジェクトでは、村落給水分野で活動する他ドナー、NGO と情報交換を行い、村落給水

率の向上という統一の目標を掲げ、常に連携を図りながら実施を行ったことで、効果発現に大

きく貢献した。 

 

３-４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（１）計画内容に関すること 
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 本プロジェクトにおいては、ボリビア政府の要請により、全 9 県を対象としたが、コチャバ

ンバ県においては、プロジェクトへの十分な参加が見られなかった。これは、県政府の政策に

より、村落給水より灌漑促進に重点をおいていたためである。これに対し、プロジェクトで

は、県コーディネーター会議等においてコチャバンバ県からの代表を受入れ、情報共有を行

い、県政府の政策転換に備えた準備をしていた。 

 タリハ県については十分な予算、C/P が配置されず、無償資金協力で調達した機材の故障等

により、活動の停滞が見られた。（その後、県により修理が実施された） 

 また、2009 年には県庁予算の削減（倹約令）が行われ、プロジェクト予算も削減されたが、

プロジェクトの活動に必要な予算は必要最小限は確保されたため、大きな影響は起こらなかっ

た。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

 C/P の異動により、各県に移転した技術が流出し、能力の低下が見られるケースがあった。

しかし、3-3(1)で述べたとおり、2 県の技術センターを核とした県間の研修システムの構築に

より、他県間の連携を強化し、お互いに支援を行える体制を整えたことにより、C/P 異動によ

る影響を最小限に抑えることができた。 

 

３-５ 結論 

 プロジェクト活動を順調に実施し、各県で差があるものの、想定される成果が出され、３-

２のとおり 5 項目評価でもそれぞれ「高い」評価であり、プロジェクト目標も達成されたと考

えられるため、予定どおり日本側の投入は終了する。 

 

３-６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

 本プロジェクトの日本側支援期間は 2011 年 12 月末を持って終了する。しかし、R/D で規定

されているとおり、ボリビア側は独自のプロジェクトとして、2013 年 12 月末まで同プロジェ

クトを継続する。なお、ボリビア側に対する提言は次のとおり。 

①プロジェクト実施中に組織した、各県のプロジェクトコーディネーター間の調整を図る、コ

ーディネーター会議を継続実施すること。 

②市町村の支援のため、環境･水資源省を中心に、全県への CIMAS-SIS の普及を促進し、市町

村の水委員会への指導およびデータ収集能力強化を行うこと。 

③県政府政策上、プロジェクトへの具体的参加がなかったコチャバンバ県については、給水分

野の体制強化に努めること。 

④深井戸掘削事業のために、国と県政府の調整を促進すること。 

⑤本プロジェクトに関わる人材と、独自の予算確保のためのメカニズムを定着させるために、

全県は努力すること。 

⑥現在、掘削資機材を有しないベニ県、パンド県に関しては、機材を入手後は技術センターが

両県に対して必要な研修を実施して支援すること。 

⑦技術センターを有するオルロ県とサンタクルス県の県政府上層部においては、技術センター

を水平協力の機関として認識し、また、同センターを通じた他県の協力を実施するよう提言

する。さらに技術センターがその機能を果たせるよう、資源の充当を保障すること。 

⑧適正技術の研究等の目的のために、大学などの学術機関との活動をプロジェクト活動に盛り

込むこと。 

 

３-７ 教訓 

①村落給水の達成には、各県の開発政策作成、各県による井戸掘削、市の責任範囲である給水

施設設置、給水施設運営費演出のための方策など、支援対象範囲が多岐にわたる。そのた

め、本案件のように、開発調査～無償資金協力～技術協力という複数の援助スキームの組み
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合わせが有効であった。 

②地方給水の開発には水分野だけでなく、生産面や社会面の性格を有する生産活動や、地域適

正技術の開発が効果的であることが確認された。 

③また、①で指摘したとおり、村落給水分野は支援対象範囲が多岐に渡り、また、対象地域も

広いため、他ドナーや NGO との協力がプロジェクト効果を上げるために重要であることが確

認された。 

④ボリビアのように人材の配置が安定しない状況の場合、全県を対象とした研修制度があれ

ば、技術者の質をある程度確保できる。 

⑤地方給水の開発には地域の特性を十分に考慮した開発手法をとることが重要である。 

⑥村落給水分野は、各レベルの行政機関において、共通の最重要課題であること、また、それ

ら各行政機関をつなぐシステム（CIMAS-SIS）を導入したことで短いプロジェクト期間内で各

レベルの行政機関（県庁、市、コミュニティー）と協働が可能となった。また、この協働によ

り、短期間で多くの成果を得ることを可能にすることが確認された。 

 

３-８ フォローアップ状況 

 プロジェクト終了後、ボリビア側独自の活動により、円滑に実施に移していけるよう、環

境･水資源省内に在外専門調整員を 3 ヶ月配置（2012 年 1-3 月）し、同省の本プロジェクト実

施状況をフォローすると共に、各県間の調整に関して支援を行う。 
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Summary of Evaluation Result 
1. Outline of the Project 
Country: The Plurinational State of Bolivia Project Title: Water is Health and Life “Phase 2” 
Issue/Sector: Water Resources and Disaster 
Management Group 

Cooperation Scheme: Technical Cooperation Project 

Division in Charge: JICA Bolivia Office Total Cost (at the time of evaluation): 257 million yen 
 
Cooperation 
period 

(R/D): From  June  16,  2008 to  
December  31, 2011 

Partner Country’s Related Organizations: Ministry of Environment 
and Water Resources, 9 Departments  

 Supporting Organization in Japan:  
 Related Cooperation: Grant aid for “Regional Underground 

Water Development Plan” Phases 1-3, etc. 
 

1-1. Background of the Project 
“The population with access to safe water” in Bolivia accounts for 71.5% against the national population (2005, 

the World Bank), failing to reach 78.5% which is the millennium development goal. Especially, the water supply rate 
in rural areas constituting 38% of the population is only 50.6% (2006, MDG progress report, the World Bank), which 
is causing spreads of water induced diseases as well as high infant mortality. 

Reacting to such situation, Japan conducted a research in 1994 in order to develop a project plan for supplying 
water in rural areas, and, with three grant aids for the departments since 1998, procured equipment necessary for 
development of underground water, dug wells and constructed facilities in pilot villages. Using the equipment, the 
groundwater development project is underway in 6 departments out of Bolivia’s 9 departments. 

On the other hand, Bolivia took its own measures concerning establishment and maintenance of water supply 
facilities after digging wells that are managed by cities, which were however insufficient. 

Therefore, in order to reinforce those measures, Bolivia implemented the technical cooperation project -- the 
“Water is Health and Life” project (2005-08) -- in the above-mentioned 6 departments through Japan’s 
cooperation in order to support municipal activities to improve the capacity of the Water, Basic Sanitary and Housing 
Unit (UNASBVI) of each department, to incorporate and disseminate the productive rural development model to
maintain water supply facilities, and to strengthen cooperation with water-related organizations, such as Vice Ministry 
of Basic Services, (MMAyA), etc.  

As a result, establishment of water supply facilities was launched, and the establishment rate of water supply 
facilities in the relevant areas had reached up to 80% -- a system in which the facilities can be maintained by the 
Village Water Committee was also established. 

However, the implementation of Phase 1 has confirmed that executing capacities vary among departments and the
effective one has been Oruro and Santa Cruz Departments where the implementation of the project was relatively
smooth to provide support to other departments. 

Concerning the well digging technique, it is necessary to improve skills and knowledge -- such as physical survey 
and well logging -- further in the future, because it will be necessary to develop underground water in areas 
demanding higher technologies. It has also been confirmed that it is necessary to support the municipal water 
committees, research and develop local optimization skills and reinforce the Water Council at the departmental level 
in order to implement the project on a continuous basis.  

The Bolivian government conducted a research for developing a 5-year plan for water supply project (2007-09) 
with Japan’s cooperation in order to implement the rural water supply project also in Beni and Pando Departments
municipally. A movement has been started to establish a relevant division also in Cochabamba Department where a 
division in charge of water supply project had never existed before.  

Thus, the Bolivian government has requested the Japanese government to move on to the “Water is Health and 
Life Phase 2” in order to expand the target to all the 9 departments in Bolivia and solve issues confirmed by Phase 
1. 

Reacting to the request, the project was implemented from June 2008 to December 2011. (However, the R/D 
requires Bolivia to continue the project independently up to December 2013.) 
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1-2. Project Overview 
It is intended to reinforce the project executing capability of the UNASBVI of each of the 9 
departments, to strengthen the collaboration system among departments, cities and villages, and 
thereby to improve the capability to operate the rural water supply project in the 9 departments. 

(1) Overall Goal 
To contribute to improvement of the water supply rate and the health index in rural areas throughout 
the nation. 

(2) Project Purpose 
To improve the departments’ capability to execute the rural water supply project on a continuous 
basis 

(3) Outputs 
1. Reinforcement of the organization of the cooperation bases among departments 
2. Reinforcement of the training function 
3. Reinforcement of the follow-up system for municipalities, communities and CAPyS 
4. Reinforcement of the research function 
5. Reinforcement of the organization of the Water Council 

(4) Inputs (at the time of evaluation) (257 million yen in total) 
(Japanese side) 
Long-term expert: 1 
Short-term experts: 5 
Trainees accepted in Japan: 9 
Equipment: Equivalent 195 million yen 
Local costs: 76 million yen 
Others: 
(Bolivian side) 
Allocated counterparts: 46 
Provision of land and facilities: Office spaces, technical centers 
Local costs: Bs. 133.84 million (*Estimate in FY2011) 
Others: 
 

2. Evaluation Mission 
 
Members 

(Division: Name, title) 
(1)Leader: Hirofumi Matsuyama, Chief Representative, JICA Bolivia Office 
(2)Water supply planning: Keiko Yamamoto, Senior Advisor, JICA 
(3)Cooperation planning: Takashi Nishimura, Senior Representative, JICA Bolivia Office 
(4)Evaluation analysis: Marcelo Endara, local consultant 

Period August 21-28, 2011 Type of Evaluation: Final Evaluation 
3. Summary of the Evaluation 
3-1. Assessment of Achievements  
  (status measured by indicators) 

The project goal of “improving the departments’ capability to execute the rural water supply project on a 
continuous basis” has been generally achieved, while the levels vary among the 9 departments. Especially, Santa 
Cruz, Oruro, La Paz and Beni Departments have started producing digging equipment and promoted cooperation 
with the Bureau of Agriculture and Animal Husbandry of other departments. Therefore, the evaluation is that 
voluntary activities have been started and the skills have been greatly improved in those four departments. 

The next best are the three departments of Chuquisaca, Potosi and Pando. While some of the indexes were left 
unreached, the overall evaluation of the achievement levels of other indexes and human resource development
demonstrates that the capability has considerably improved. 

Trijia satisfied the indexes as a whole department, but the contribution to the number of well digging cases was 
more from organizations other than the C/P, and the capability improvement of the C/P organization itself was not 
enough. As for Cochabamba, since the department’s policy prioritized promotion of irrigation rather than rural water 
supply, the original plan of establishing a division in charge of rural water supply was not realized, and there was no 
specific participation in the project. 

 
(Achievement levels of outputs) 
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Output 1: Reasonably achieved. The technical centers of Santa Cruz and Oruro Departments have 
secured the budget and are conducting activities aggressively. On the other hand, the 
project execution capacity as the cooperation workshop for among departments is not 
sufficient.  

Output 2: Sufficiently achieved. The trainings were conducted as planned, and training materials 
were made. 

Output 3: Reasonably achieved. In Cochabamba Department, municipal water committee was not 
established. 

Output 4: Sufficiently achieved. Concerning development of new technologies, 13 technologies were 
studied (index was at least 6 technologies), out of which 10 technologies are currently 
being disseminated. 

Output 5: Reasonably achieved. Water Council was established in 9 departments, and information is 
being exchanged by all departments excluding Chuquisaca, Pando and Potosi. 

 
3-2. Summary of the Evaluation 
(1) Relevance 
 Relevance is Extremely high. 

Improvement of the water supply rate is mentioned as one of the goals in all of the National Development Plan 
(2006-2011), basic sanitation sector plan (2008-2015) and basic sanitation sector plan (amended) (2011-2015) 
under the current administration. Especially, improvement of the rural water supply rate is one of the priority 
issues and consistent with Bolivia’s national policies. 
 Also in policies of departmental governments, it is prioritized in the 5-year plan and highly relevant in each of 8 
departmental governments excluding Cochabamba. Concerning Cochabamba, the priority of rural water supply 
is low in the departmental government’s policies. No specific activities are being conducted in the department 
because no executing system has been established.   
The water supply project in highly poor rural areas is based on the fundamental policies of “human security”, 
and is also consistent with the policies on the Japanese side. 
The technical cooperation to enable water supply to villagers who are the end-users is highly relevant as part of 
the series of cooperation that Japan has prioritized since the 1990’s which includes research on groundwater 
development followed by grant aids. 

(2) Effectiveness 
The project is highly effective, as activities necessary to achieve the goals were conducted and sufficient outputs 
were performed (achievement rate of 90% in average). Especially, “reinforcement of the capacity of technical 
center” has established a system in which other departments can supplement on the technical aspect in case 
the counterpart is transferred to somewhere else. It has contributed to achieve the project goal and, in some 
departments, secure further independence in development. 

(3) Efficiency 
Inputs from Japan were implemented generally as planned, but some of the originally planned inputs (short-term 
experts, training in a third country) became unnecessary, because a system to share transferred technology with 
Bolivia was established. The project also achieved outputs efficiently by combining with other projects by the 
Japanese government (volunteers, follow-up of grant aid, the embassy’s Grass Root Grant Aid for Human 
Security, etc.). Taking the synergy effect from cooperation with other donors and NGOs into consideration, the 
efficiency is considered to be high. 

(4) Impact 
Concerning improvement of the rural water supply rate as in the priority goal of “contributing to improvement of 
the water supply rate and the health index in rural areas throughout the nation”, it reached 68.64%, exceeding 
the index of 60.4%, upon termination of the project, although the Bolivian government has not made any official 
announcement as yet. The impact is considered to be sufficient. 
On the other hand, concerning improvement of the health index, it is difficult to calculate the level of the project’s 
contribution, but the results of interview survey with residents include the information that diseases such as 
diarrhea have decreased. 
The community productive development model (DECOM-P) incorporated in the project not only produced the 
budget to maintain water supply facilities but also vitalized the community and its activities. The impact has been 
obvious. 

(5) Sustainability 
Policies and financial affairs: Rural water supply has always been and will continue to be a highly prioritized 
sector in Bolivia. The budget has been secured in national and departmental executing agencies. 
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Organization: In order to sustain the outputs of the project in an independent and developmental manner, the 
project established a system in which the “technical centers” founded in the 2 model departments provide 
support to executing agencies in other departments, which is believed to have secured sustainability. On the 
other hand, the municipal level in charge of establishing water supply facilities is still catching up. In order to 
strengthen municipalities, Municipal Water and Hygiene Synthetic Cooperation System Committee (CIMAS-SIS) 
has been incorporated, which is expected to improve the capability. 
Technical aspect: The project aims at technical development that can be adapted to regions in Bolivia with 
different natural environments. It is highly expected that the developed “local optimization technology” will be 
established.  
 

3-3. Factors behind Effectiveness 
(1) Planning 

Water is important not only for drinking but also in different ways from the aspects of rural life such as 
hygiene and agriculture. Therefore the project aimed at development of local water supply, but not 
limited to cooperation in the water sector, it also incorporated productive activities with productive
and social natures in rural villages such as DESCOM-P, which is believed to have achieved outputs 
at the level of end-users.  
Because of the capability development executed in all 9 departments as well as the establishment of 
technical centers in the 2 departments that have history of activities, a system has been established 
in which the capacity can be recovered through another department’s technical center even if the 
capacity is temporally lost by a transfer of a counterpart which occurs frequently in Bolivia. It greatly 
contributed to the effectiveness. 

(2) Process 
The project also had exchanged information with other donors and NGOs active in the rural water 
supply sector and sharing the goal of improvement of the rural water supply rate, and always working 
in close cooperation, which greatly contributed to effectiveness. 

 
3-4. Causes of Problems 
(1) Planning 

The project covered all 9 departments as requested by the Bolivian government, but Cochabamba 
Department did not fully participate in the project, because the policy of the department prioritized 
irrigation promotion more than rural water supply. In reaction, the project accepted a representative 
from Cochabamba Department in departmental coordinator meetings, etc. to share information and 
prepare for policy changes of departmental governments. 
In Tarija Department, activities stagnated because the allocation of budget and counterparts was 
insufficient and equipment provided by the Grant aid broke down (repaired by the department later 
on). 
In 2009, the departmental budget was reduced (thrift ordinance) as well as the project budget, but 
there was no significant impact because the minimum budget necessary for project activities was 
secured. 

(2) Process 
There was a case in which technology transferred to each department flew out and the capability 
declined because of transfers of counterparts. However, as described in 3-3(1), the impact of the 
counterpart transfer could be minimized because a system of supporting each other had been 
established through the training system among departments based on the technical centers in the 2 
departments and the strengthened cooperation among departments.  

 
3-5. Conclusion 

The project activities smoothly progressed, and the expected outcomes were achieved although the 
levels vary among departments. As mentioned in 3-2, the evaluation of 5 items is “excellent” respectively 
and the project goal can be considered to be achieved. Therefore, the inputs from the Japanese side will 
be terminated. 
 
3-6. Recommendations (specific ideas) 

The period of support from the Japanese side for the project will be terminated as of December 31, 
2011. However, as stipulated in the R/D, the Bolivian side will continue the project through December 31, 
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2013 as its own project. Advice for Bolivia is as follows. 
①Continue the coordinator meeting that was organized during the project in order to communicate 

among project coordinators of different departments. 
②Promote CIMA 
S-SIS in all departments under the leadership of the Ministry of Environment and Water Resources in 
order to support municipalities and strengthen the guidance to municipal water committees as well as the 
capability of data collection. 
③Strengthen the system in the water supply sector in Cochabamba Department which did not participate 

in the project for the reason of its departmental policy. 
④Promote coordination between the national government and the departmental governments in order to 

dig deeper wells. 
⑤All departments shall make efforts in order to develop human resources to be engaged in the project 

as well as the mechanism to secure the independent budget. 
⑥For Beni and Pando Departments that do not have digging equipment yet, the technical centers shall 

provide trainings and support after they acquire the equipment.  
⑦It is advised that the top of the departmental governments of Oruro and Santa Cruz which have 

technical centers regard the technical centers as organizations for horizontal cooperation and provide 
support to other departments through those centers. Update resources so that the centers can function 
as such.  

⑧Incorporate activities with academic institutions such as universities in the project in order to research 
on appropriate technology, etc. 

 
3-7. Lessons Learned 
①Rural water supply involves diverse areas of support such as establishment of departmental policies 

on development, well digging by each department, establishment of water supply facilities which is 
under responsibility of cities and measures to appropriate a budget for operation of water supply 
facilities. Therefore, as shown in this project, it was effective to combine multiple support schemes 
such as development and research, grant aids and technical cooperation.  

②It has been confirmed that it is effective for development of local water supply to develop productive 
activities not only in the water sector but also from the aspects of production, society and locally 
optimized technology. 

③It has been confirmed that it is important to cooperate with other donors and NGOs in order to improve 
the effectiveness of the project, because, as pointed out in ①, the rural water supply sector involves 
diverse support areas and wide target areas.  

④In case allocation of human resources is not stable as happened in Bolivia, a training system covering 
all departments enables enhancing the quality of technicians to a certain extent.  

⑤It is important to take measures to develop local water supply, taking local characteristics fully into 
consideration. 

⑥It was enabled to collaborate with administrative organizations at different levels (departmental 
governments, cities, communities) within the short period of the project, because the rural water supply 
sector was a priority issues shared by all levels and a system to link those different levels of 
administration (CIMAS-SIS) was incorporated. It has also been confirmed that such collaboration can 
produce many outputs in a short period. 

 
3-8. Follow-Ups 

After the project is terminated, external expert coordinators will be allocated in the Ministry of 
Environment and Water Resources for 3 months (January - March 2012) to monitor the situation of the 
project and support coordination among departments so that the project can be transferred smoothly to 
Bolivia’s own activities. 
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第1章 終了時評価調査の概要1 

1-1 調査実施の経緯と目的 

（1） 経緯 
ボリビア国（以降ボ国）においては農村部の飲用水供給は遅れており、常に低い供給率を記録

してきた。ボ国政府は 1990 年より多額な資金を投じて供給率を上げる努力が行われ、2005 年に

農村部で 51.4%の供給率が達成されたが、サービスの質は低いままであった。 

県庁は市とともに、農村部における安全な水供給を行う責任を負っており、市による深井戸掘

削や手動井戸掘削、給水施設建設にあたり、県はそれを調整、指導する立場にある。県庁は

1990 年前半より、日本国政府による技術的、資金的援助を得て、住民の需要に応じるべく、

数々の給水プロジェクトを実施してきた。これらの中で、主なものは、次のとおりである。 

 ボリビア国地方地下水開発調査（開発調査）（1993 年～1996 年） 

サンタクルス、チュキサカ、タリハ、オルロとラパスの各県庁の地下水開発マスタープラン

作成 

 ボリビア地方地下水開発計画（無償資金協力）（PRODASUB） 

地下水探査、井戸掘削のための機材供与とパイロット地区での井戸掘削施設建設 

フェーズ 実施年 対象県 
フェーズ 1 1997 年～1999 年 サンタクルス県、チュキサカ県 
フェーズ 2 1999 年～2001 年 タリハ県、オルロ県 
フェーズ 3 2003 年～2005 年 ラパス県、ポトシ県 

 
 生命の水プロジェクトフェーズ 1（技術協力プロジェクト）（2005 年～2008 年） 

県庁基礎衛生部を中心に上記 6 県の井戸掘削から給水施設建設、維持管理までの実施能力強

化のための技術協力 

 ベニ県、パンド県地方飲用水供給計画調査（開発調査）（2007 年～2008 年） 

2 県の地方給水マスタープラン 5 カ年計画作成の重要な材料となった。 

上記プロジェクトの実施により、各県庁の担当課である水・基礎衛生・住宅課（UNASBVI）
の市町村に対する調整・指導能力を向上させた。 

しかしながら、6 県の間でその能力向上に大きな差があり、その差を解消し、継続的な能力向

上を目指すために、生命の水プロジェクトフェーズ 2 が開始された。 

同フェーズでは、大きく能力向上が図られたサンタクルス県とオルロ県に技術センターを設置

                                                        
1 本文は基本的に終了時評価報告書（西語版）の和訳となっている。しかし、一部、追加的な情報がある場合はイタ

リックで記載してある。 
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し、9 県の UNASBVI の強化、研修の実施、技術インノベーションの研究、県庁と市町村役所の

関係強化、組織間の連携強化を実施した。 

平成 23 年 12 月に本プロジェクト終了を控え、プロジェクトの進捗・成果確認、中間レビュー

における提言の実施状況の確認を行うとともに、目標の達成度を総合的に判断し、日本側投入終

了後の県庁責任下のプロジェクト継続に関する展望を得ることを目的として、本終了時評価が実

施された。 

1-2 本プロジェクトの JICA プログラム上の位置づけ 

本プロジェクトは JICA のボリビアでの援助重点分野である「貧困地域飲料水供給プログラム」

のうち、「地方給水サブプログラム」の主要なプロジェクトとして位置づけられる。「貧困地域飲料

水供給プログラム」は JICA プログラムとして、戦略的に実施することが組織決定されている。 

1-3 プロジェクト概要 

【上位目標】 
全国地方部給水率の向上及び保健指標の改善に貢献する 

【プロジェクト目標】 
県の村落給水事業の持続的実施能力が強化される 

【成果】 
１． 県間の連帯協力の拠点の組織強化 
２． 研修機能強化 
３． 市町村、住民共同体、CAPyS へのフォローアップ体制強化 
４． 調査研究機能強化 
５． 水審議会の組織強化 

 
【実施機関】 
環境・水資源省上水道･基礎衛生次官室、ボリビア全 9 県の飲料水担当課（UNASBVI） 
各実施機関の組織図は西文ミニッツ Anexo1 のとおり。 

 
【ターゲットグループ】 
（直接裨益者） 9 県の水担当局の職員 約 300 名 

環境・水資源省上水道・基礎衛生次官室担当 2 名及び関連団体職員 

（間接裨益者） 9 県において県の給水事業によって裨益する住民 約 31 万人 
 
【協力機関】 
日本側協力期間：2008 年 6 月～2011 年 12 月（3 年 7 ヶ月） 
全体プロジェクト期間：2008 年 6 月～2013 年 12 月（日本側協力終了後も、ボリビア側でプロジ

ェクトを継続することが R/D で規定されている。） 
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第2章 終了時評価の手法 

2-1 評価調査期間 

 現地における準備期間： 2011 年 6 月～8 月 

 調査団派遣期間：  2011 年 8 月 21 日～27 日 

2-2 調査団日程 

日時  場所 

8 月 21 日 山本国際協力専門員到着 
ベニ県、パンド県 UNASBVI 関係者と協議 

サンタクルス 

8 月 22 日 サンタクルス県技術センター視察、協議 
サンタクルス県地下水開発プログラム（PROASU-JICA）

事務所視察、協議 

サンタクルス 

8 月 23 日 ラパスへ移動 
ラパス県地下水開発プログラム事務所視察、協議 
オルロへ移動 
オルロ県技術センター視察 

サンタクルス 
↓ 
ラパス 
↓ 
オルロ 

8 月 24 日 オルロ県内適正技術（IT）生産的活動（IP）現場視察 
 

 

8 月 25 日 合同評価調査団内協議 オルロ 

8 月 26 日 ラパスへ移動 
環境・水資源省 報告 
在ボリビア日本大使館報告 

ラパス 

8 月 27 日  ラパス 

8 月 28 日 山本国際協力専門員 ラパス発  

2-3 合同評価委員 

ボリビア側 
 ベルナルド・ニナ・ロッソ氏 環境・水資源省飲用水基礎衛生次官室水資源コンサルタント 

 ルイス・アントゥス氏 サンタクルス県庁環境・持続可能開発局 ASVIコーディネーター

 フライ・フェルナンド・ 
フスティニアーノ氏 

サンタクルス県庁農牧局チャコ地方コーディネーター 

 ロスマリ・ピルコ・サケイロ氏 パスニャ市役所代表者技術担当者 
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日本側： 
 松山 博文 JICA ボリビア事務所所長 

 山本 敬子 JICA 国際協力専門員 

 西村 貴志 JICA ボリビア事務所次長 

 マルセロ・エンダラ JICA ボリビア事務所 評価コンサルタント 

2-4 評価目的 

終了時評価の目的は、以下のとおりである。 

（1） プロジェクトの活動達成度の分析 
（2） プロジェクトの５項目評価分析 
（3） プロジェクトの全体評価の取りまとめ、残り 4 カ月間の活動、及び 技術協力終了後のため

の提言、プロジェクト活動で得られた教訓の抽出 

2-5 評価手法 

評価調査は PDM、及び評価 5 項目に基づき実施された。 

（1） 第 1 段階：調査の設計 
中間評価時の指摘事項等をもとに、評価グリッド（西文ミニッツ Anexo2）が作成され、プロ

ジェクト進捗に関する問題のまとめが行われた。 

なお、本案件では PDM が 3 版作成されている。本評価は現在の最新版 PDM である PDM3.0 
（2010 年 3 月）（添付資料 1 参照）に基づいて実施された。 

（2） 第 2 段階：事前情報の収集（評価コンサルタントにより実施） 
a. 関係者インタビュー： 

サンタクルス、タリハ、ベニ、オルロ、ポトシ、チュキサカ、ラパスの各県庁、各 UNASVI、
技術センター職員、JICA プロジェクト専門家、受益者グループに対してインタビューを実施。 

（インタビュー先は、井戸掘削本数、受益者数、給水率の高い場所、政府高官が交替した県、

技術センターのある県、生産的活動、現地技術開発の活発なところといった事前情報を元に選

定） 
 

現場視察： 
フェロセメント実施、ソーラーパネル使用現場、生産イニシアティブの現場（牛、豚、羊の

飼育）、タリハ県予備機材部品倉庫、オルロ技術センター等で実施。 

b. ワークショップへの参加 
 
（3） 第 3 段階：合同評価委員会による調査 

2-2 の日程で合同評価委員会による調査を実施し、終了時評価報告書として纏めた。 

終了時評価報告書には前述の５項目評価と提言、教訓が含まれる。 
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（4） 第 4 段階：合同調整委員会での報告書の承認 
9 月 22 日に実施された JCC 会議において、同報告書が承認された。 

 



 

3-1 

第3章 プロジェクトの実績と実施プロセス 

3-1 投入の実績 

（1） ボリビア側の負担事項 
 1） 県庁 

本プロジェクトはボリビア全 9 県を対象に実施された。各県毎に政策、予算状況が異なるが、

各県庁のこれら負担事項は概ね対応されており、プロジェクトの活動に深刻な影響は及ぼさなか

った。 

また、サンタクルス県、オルロ県に対しては、他県をカバーする技術センターの設置（サンタ

クルス：東部地域 ベニ、パンド、タリハの一部、コチャバンバ、オルロ：西部地域 ラパス、

オルロ、ポトシ、チュキサカ、タリハの一部。ただし、技術研修は地域割に関係なく、必要に応

じて実施。）を求めていたが、こちらも履行されている。 

ローカルコスト負担に関しては、2009 年に大幅な予算削減2が見られたが、各県庁における水

分野の予算配分は、総計としては削減されず、プロジェクト活動へ大きな影響はなかった。各県

の飲料水供給分野に配布されている予算は、プロジェクト開始時より、約 46％増加した。（添付

資料 2 参照） 

中間レビュー時に指摘された先方負担事項の改善点についての対応状況は次の表  3-1 のとおり

であり、改善が見られる。 

表  3-1 中間レビューで遅延が指摘された事項の対応状況 

（中間レビュー報告書 3-5 頁、西文ミニッツ 12 頁） 

改善を指摘され

た事項 対応状況 

技師の雇用 

サンタクルス、ベニ、ラパスでは、人事異動は最小限に抑えられた。 
政治的な影響を受け、一部の県、一部の人材については人事異動の影響が見ら

れた。（タリハ、ポトシ等） 
しかし、部長クラスの異動はあっても、技術者レベル（掘削技師等）の異動が

比較的少ない場合（チュキサカ、オルロ等）は、影響が抑えられた。また、人

事異動があっても、全国会議における調整により、研修が継続されたため、事

業の継続性は一定以上確保された。（西文ミニッツ Anexo5,6 参照） 

車両の手配 

車両は十分配置され（表  3-2 参照）、PRODASUB 専用車が配置されなかったポ

トシ、コチャバンバにおいても、UNASBVI 登録車の利用が可能であった。使

用計画については改善の余地があるものの、プロジェクト実施に大きな問題に

はならなかった。 

                                                        
2 2009 年は炭化水素税の税収増加により、計画予算は増加したが、反政府派県庁（2009 年当時、ベニ･パンド･サン

タクルス･タリハ・コチャバンバ･チュキサカ）に対する締め付けのため、中央政府から各県庁への分配金が削減さ

れるという事態が生じた。 
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機材更新の計画 

車両については、ボ側の新規更新は困難であるが、必要に応じて他部署で利用

されていた中古車を確保するなど、本事業実施のための努力が見られる。 
また、その他、主な井戸掘削機材本体については耐用年数が 20 年であり、ま

だ更新の必要性は低いが、スペアパーツ入手先リストの整備（西文ミニッツ

Anexo8 参照）により、各県において、必要に応じて調達が行われている。 
機材更新計画はポトシ、チュキサカ、タリハの 3 県では作成され、また、新規

機材も必要に応じて購入されており（添付資料 3 参照）、対応が行われてい

る。 
 

表  3-2 車両の配置数（西文ミニッツ Anexo7） 

県庁 
UNASBVI 
登録車両数 

その他 ASVI が 
利用可能な車両数

合計 

サンタクルス 5 3 8 
チュキサカ 6 1 7 
オルロ 3 3 6 
タリハ 5 0 5 
ラパス 3 1 4 
ポトシ 3 1 4 
ベニ 3 1 4 
パンド 1 1 2 
コチャバンバ 1  1 

 
また、各負担項目の履行状況詳細は添付資料 4 のとおり。 

 2） 技術センター地方事務局（サンタクルス県、オルロ県） 
各技術センター地方事務局に関しては、サンタクルス県、オルロ県によって設置が行われ、必

要な人材も配置された。また、各県の独自のイニシアティブ、予算により、技術センターの拡張

が計画され、オルロ県については新施設が完成し（2011 年 2 月 17 日）、移転した。サンタクル

ス県も予算確保済みである。（中間評価時からの履行状況比較は表  3-3 を参照） 

表  3-3 技術センター負担事項の履行状況（西文ミニッツ Anexo11） 

計画 2009 年 12 月まで 
（中間評価時） 

2011/06/01 
（最終評価時） 

事務局の設置、C/P
の配置 

配置済。 
スペース、人材は確保されてい

るが、その主体的な活動を確保

することが課題。 

配置済。 
スペース、人材は確保済

み。 

（必要に応じ）施設

建設（県の自主性に

よる） 

両技術センターともスペースを

確保している。 
両県庁とも 2009 年度にインフ

ラ建設を計画したが、予算削減

によって延期された。 

オルロ技術センターの施

設が完成（2011 年 2 月 17
日）し、移転した。 
サンタクルス技術センタ

ー建設は APC 資金が承認

されているが、建設は遅

れている。 
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 3） 上水道･基礎衛生次官室 
C/P は計画通り配置された。 

（当初、同次官室の負担としていた地方調整員と技術支援者への予算配分については、中間

レビュー時に、サンタクルス、オルロの県負担と整理され、各県により履行されている） 
（中間レビュー時からの履行状況比較は表  3-4 を参照） 

 

表  3-4 上水道・基礎衛生次官室の負担事項履行状況（西文ミニッツ Anexo12） 

計画 中間評価時（2009 年 12 月） 最終評価時（2011 年 06 月） 
C/P 配置 
（専任 2 名） 

必要最低限は配置。 
・職員 2 名（総局長と地域課長 ） 

必要最低限は配置。 
・プロジェクト前半と同様の状況

執務室の提供 提供されている 提供されている 
 
（2） 日本側の負担事項 
 1） 専門家･ローカルコンサルタントの配置 

長期専門家とローカルコンサルタントについては、計画通りに配置された。 

短期専門家と第三国専門家については、ボリビア国内の県間での連携協力で対応可能であると

判断されたことや、当地の政治情勢の不安定化、県庁の業務停滞等を考慮し、派遣回数や期間を

減らした。（詳細は表  3-5 を参照） 

表  3-5 専門家・ローカルコンサルタントの配置状況（西文ミニッツ Anexo13） 

氏名 役職/専門 期 間 
長期専門家 

Yoshinori Fukushima チーフアドバイザー

／水資源開発 2008 年 6 月～ 

現地雇用コンサルタント 
Karen Sanjinés 全国調整員 2008 年 6 月～ 
Pablo Calizaya 総務 / 技術助手 2008 年 6 月～ 
Grover Calicho 東部 CT 地方調整員 2008 年 6 月～ 
Jorge Lizarazu 西部 CT 地方調整員 2008 年 6 月～ 
短期専門家 

鈴木 慶一 物理探査技術 2009 年 8 月 27 日～ 
10 月 23 日 

鈴木 慶一 物理探査技術 2011 年 1 月 11 日～ 
3 月 22 日 

第三国専門家 
Winston Kanashiro 
（ブラジル） ポンピングシステム 2009 年 3 月 1 日～ 

3 月 15 日 
Winston Kanashiro 
（ブラジル） 

水システム設計・

計算 
2010 年 8 月 8 日～ 

8 月 14 日 
Winston Kanashiro 
（ブラジル） 

ダム計算・設計ワー

クショップ 
2010 年 10 月 17 日～ 

10 月 23 日 
（敬称略） 
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 2） 供与機材 
供与機材は、日本側の手続きとしては計画通りに調達が進められた。 

機材リストについては、添付資料 5、機材供与額については、表  3-6 を参照。 

表  3-6 機材供与額 

年度 内 容 金 額 
2008 車両、水質試験所の機材整備 等 34,336 千円 
2009 掘削機予備部品 等 63,738 千円 
2010 地下水揚水用太陽光発電システム 等 3,980 千円 

合 計 102,054 千円 
 
 3） C/P 研修 

本邦研修として 10 名の研修が計画されたが、その内、6 名の研修が完了し、3 名の本邦研修が

2011 年後半に予定されている。（添付資料 6 参照） 

当初計画されていた第 3 国研修（ブラジルにて実施を想定）は行われなかった。これは、予定

していた時期に県庁組織の安定性が低くなっていたことと、政府機関職員の海外出張がボ側政府

により禁止されたためである。 

 4） 現地活動費 
プロジェクト実施機関中の現地活動費負担状況は表  3-7 のとおり。 

表  3-7 日本側の活動費に関する負担事項の履行状況 

年度 実績（2011 年度は計画） 
2008 年度 14,614 千円 
2009 年度 22,490 千円 
2010 年度 21,166 千円 
2011 年度 17,500 千円（計画） 

3-2 活動の進捗 

プロジェクト活動は、評価基準時点（2011 年 6 月）を基準に進捗度の評価を行った。 

プロジェクト活動は、順調に実施され、中間レビュー時に 55％であった活動（全活動の平均）は

96％まで実施され、予定された活動は、順調に進んでいるといえる。 

また、中間レビュー時に指摘された活動の遅延についても、順調に対応され、遅延は回復した。

（詳細は添付資料 7 参照） 

よって、2011 年 6 月以降、残り 6 ヶ月ですべての活動実施は可能と考えられる。 
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表  3-8 成果別 活動実施状況（詳細は添付資料 8 参照） 

成果別 活動実施状況 2009 年 12 月時点（%） 2011 年 6 月（%） 
成果 1： 県間の連携協力拠点の組織強化 68% 95% 
成果 2： 研究機能強化 47% 92% 
成果 3： 市町村・住民共同体・CAPyS への

持続的支援体制強化 
52% 96% 

成果 4： 調査研究機能強化 50% 100% 
成果 5： 水審議会の組織強化 58% 96% 
プロジェクト進捗度の平均値 55% 96% 

 

3-3 成果の達成度 

成果の達成度をそれぞれの指標に照らして評価し、成果毎でその平均値を算出し、その後 5 つの

活動全体で平均値を算出した。（表  3-9 参照） 

協力期間の終了時点で、全体的な成果指標の達成度は 90%であり、また、各成果も順調に達成さ

れている。 

表  3-9 成果の達成度（詳細は添付資料 9 参照） 

成果 2009 年 12 月時点（%） 2011 年 6 月（%） 
成果 1： 県間の連携協力拠点の組織強化 70% 80％ 
成果 2： 研究機能強化 85% 100% 
成果 3： 市町村・住民共同体・CAPyS への

フォローアップ体制強化 
57% 86% 

成果 4： 調査研究機能強化 100% 100% 
成果 5： 水審議会の組織強化 67% 88% 
成果達成度の最終平均値 76% 90% 
 
各成果の具体的な進捗は次の通り 

成果１．県間の連携協力拠点の組織強化 
県間の連携協力拠点としての技術センター（CT）の活動が、サンタクルス県、オルロ県の年間活

動計画に記載され、予算化もされている。また、技術センター施設も各県独自のイニシアティブに

より、新規建設が計画され、オルロ県については研修センターの新施設が完成し、年間活動計画に

活動が記載され、予算化もされている。サンタクルス県については、研修センター施設建設の資金

調達の目処が立ち、現在は仮施設で活動中である。両県とも、技術センターとしての活動は活発に

行われている。ただし、サンタクルス県の技術センターの活動予算は、現在、同県 PROASUB の予

算の一部となっているが、新施設の完成とともに、独自予算化される見込みである。 

活動面では両技術センターが各種研修3の全体調整、適正技術の開発・検証・普及の中心4として

の役割、全国水会議／調整員会議の調整という全国レベルの調整機関としての役割を果たしつつ、

所在県の水質検査ラボとしての機能を果たしている。 
                                                        
3 他県における研修も含む。 
4 CT で技術を開発し、他県等でパイロット的に検証を行い、その結果をもとに CT で技術の向上を図っている。CT
が主催で全国フォーラム等開催し、他県へ普及している。 
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これら活動については、2011 年 3 月まではプロジェクトチームによる支援を実施していたが、プ

ロジェクト終了にあたり、同年 4 月より支援の割合を減少させ、現在は、独自の運営で活動を実施

できるよう移行中である。サンタクルス県においては、他県への支援に関する活動状況は現時点

（2011 年 8 月時点）では悪くなっている。これは、現政権の政治的な対立が影響している可能性5が

ある。 

成果２．研究機能強化 
技術研修における研修実施は、当初計画された回数を毎年ほぼ達成しており、また、研修教材も

作成された。（添付資料 10、11 参照） 

同研修システムとは、調整員会議（2 回／年）において、各県で経験的に進んでいる技術と、他

県のニーズを合致させ、CT が全体調整を行って実施しているものである。このシステムにより、活

動のボ側の自立性、プロジェクト活動の効率性にも寄与しており、非常にうまく機能していると判

断できる。 

成果３．市町村・住民共同体・CAPyS へのフォローアップ体制強化 
本成果は、フェーズ 1 で提唱された DESCOM-P モデルに基づき、同モデルを実際に運営していく

ことを目的としてきた。DESCOM-P とは、ASVIプロジェクト（フェーズ 1）で提唱した村落におけ

る持続的な給水管理のモデルであり、1990 年代に提唱された参加型農村開発手法（DESCOM）と給

水施設運営管理費用捻出のための生産的活動を組み合わせ、村落給水事業に持続性を持たせたもの

で、①村落レベル水管理委員会の設立、②委員会の運営管理能力の向上、③給水施設の維持管理能

力の向上、④環境･衛生教育の実施、⑤（オプション）必要に応じ、給水施設の運営管理費用捻出の

ための生産的活動の実施が主なコンポーネントである。 

本プロジェクト内では、データベース作成のための統一のフォーマットの使用、同データの取り

纏め、故障時対応の活動体制を作ることを指標としたが、コチャバンバ県を除き、達成された。 

また、DESCOM-P のコンポーネントとして行った生産的活動（添付資料 12 参照）においては、

他地域の成功事例をそのまま導入するのではなく、地元に根付いている産業、ポテンシャルのある

産業を事前に調査したうえで支援したことにより、同地に根付いた技術や産業を導入し、根付かせ

ることができた。 

成果４．調査研究機能強化 
風力ポンプや建設費用を抑えた貯水タンクなど、村落地域で利用可能な適正技術の導入に係る調

査研究・普及は順調に行われた。（添付資料 13 参照） 

ただし、PDM（和文）では、技術センター自身（のみ）が調査研究を実施するように読めるが、

実際には、調査研究はそれ以外の県においても実施し、技術センターはそれら技術を取り纏め、他

県へ普及する調整の役も担った。 

これにより、様々な各県の特徴的な技術を取り上げ、効率的な技術の普及が可能となった。 

                                                        
5 2011 年 8 月段階でサンタクルス県とベニ県のみ、県知事が現政権野党出身であり、同 2 県に対する中央政府からの

圧力がある。そのため、サンタクルス県はベニ県以外の県（現政権与党出身）への支援については消極的になって

いる可能性がある。 
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また、導入する新規技術はそのまま各地域に適用するのでは無く、各地域の事情に合わせて内容

の調整を行ったり、担当者の能力を強化（地下水位が浅い地区では浅井戸を導入したり、風力揚水

では風速や向きを調査の上設置）したことにより、自然条件等が異なる各地域において有効に新規

技術を活用し、定着させることができた。 

成果５．水審議会の組織強化 
成果 5 で強化を目指した組織は、水セクターにおけるボ国中央／地方政府、各ドナーの支援を調

整するための組織である。これは、支援の偏りや、ドナー間における支援方法の違いによる住民レ

ベルでの混乱を緩和するために、プロジェクトが提案して作らせた組織である。 

同組織については、国レベル（水・衛生・住宅セクター審議会 DINESBVI）、県レベル共に設置さ

れ、指標としては達成された。 

DINESBVI は全県 9 県の代表からなり、水・環境資源省や水セクタードナー会合（GRAS）と調整

を実施している。 

県レベルの組織も 9 県ともに設置され、県庁および各県に支援しているドナーと調整を実施して

いるが、チュキサカ、パンド、ポトシについては、さらに活動の強化が必要である。 

3-4 プロジェクト目標の達成度 

プロジェクト達成度は指標の達成度に基づいて判断した結果、県毎で差はあるものの、全体とし

てほぼ目標を達成したと考えられる。 

指標１のうち、各県の井戸掘削本数や給水施設設置済み井戸数、裨益人口数は、各県が中間レビ

ュー時に県毎に設定した指標に基づいて評価を行った。（添付資料 14、15 参照） 

県庁毎にばらつきはあるものの、コチャバンバ県、タリハ県を除き、県の村落給水事業の実施能

力は強化されたと判断できる。 

ベニ、パンドの目標値については、日本の無償資金協力で井戸掘削機材が調達されることを前提

に設定したものであるが、実際には 2011 年 8 月現在、調達されていない。そのため、実績は目標値

よりも低くなっているが、機材が未調達であることを勘案すると、実績値は十分であると判断でき

る 

ポトシ県については、C/P 人事異動の影響が大きく響き、実績値は低くなっている。 

ラパス県においては、井戸掘削に重点が置かれた結果、生産井の数は目標値を大きく上回ったも

のの、給水施設設置は遅れている。しかし、プロジェクト終了までには目標値を上回る見込みであ

る。 

指標の達成度に加え、上述の各県の状況、また、各県独自の活動を展開させるイニシアティブ、

人材の安定性（人事異動の少なさ）などから、組織強化の度合いを総合的に判断すると、次の 3 段

階に分類できる。 

まず、実施能力が大きく強化された県として、サンタクルス、オルロ、ラパス、ベニの 4 県があ
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げられる。これらの県では、各県独自のイニシアティブにより様々な活動が行われている。 

次いで、チュキサカ、ポトシ、パンドの 3 県については、一部の指標については未達成であるが、

各県の実施能力を総合的に判断した場合、能力強化は期待通り達成している。 

最後に、タリハとコチャバンバである。タリハについては、指標の達成度は十分であるが、これ

はプロジェクトで強化を図った UNASBVI ではなく、県 VillaMontes 支所において、掘削されたもの

であり、本来、井戸掘削を担当すべき UNASBVI の能力としては、十分なレベルに達していないと

判断される。コチャバンバについては前述したとおり、政策上、優先順位が灌漑促進に比べて低い

ことが原因である。 

指標 2 については、プロジェクトによる試算では全国地方部給水率は 68％まで上昇したと判断さ

れ、目標（65％）を達成したと判断できる。 

なお、終了時調査実施期間中に、環境・水資源省より、セクター開発計画（2011-2015）が発表さ

れ、その中に村落給水率が積算されている。ここでは、同省独自の積算で、村落給水率は、2001 年

46.0％、2005 年 51.4％、2010 年 52.0％と見積もられている。これは、センサスその他の信頼性のあ

る調査結果を基にしたものではなく、ドナーが同分野に投入した予算と、給水人口を 1 人増加させ

るために必要な概算費用を元に産出したものにすぎず、適正に算出されていないと考えられている。 

プロジェクトからは、試算結果を環境・水資源省に提出し、給水率概算の見直しを要請する予定

である。 

3-5 上位目標達成の可能性 

中間レビュー時において、上位目標の第 1 指標（60.4％）は 2009 年 12 月に達成され、ミレニア

ム目標の達成に十分貢献したと判断できる。 

上位目標の第 2 指標については、本プロジェクトの貢献度を正確に数量化するのは不可能である

と考えられる。しかし、今回の評価における現地調査において、住民（オルロ県 Machacamarca 市

Carbuyo 村）へのインタビュー調査で下痢等の疾患が少なくなってきているという回答が見られた。 

3-6 プロジェクト実施プロセスの評価 

プロジェクト活動はほぼ計画通りに実施され、技術移転の方法にも、問題が無かった。 

特に、プロジェクトフェーズ 1 で提唱した DESCOM-P というモデルが政策に取り入れられたのは

大きなインパクトであり、その明確なモデルを先方政府とも政策レベルで共有した上でフェーズ 2
の活動を実行できたことは、プロジェクトのスムーズな進捗を可能とした。 

また、ボ国では政治的な影響による人材の異動が頻繁に起こるが、これら事態に対しても、迅速

に追加の人材育成を行う等、プロジェクトの進捗に影響が出ないよう、最大限の努力が行われた。 

中間レビューで指摘を受けた事項についても、実施が優先され、進捗が遅れていた、あるいは延

期されていた活動も優先された。 
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第4章 5 項目評価 

4-1 妥当性（とても高い） 

（1） 分野政策と協力の妥当性 
• 国家機関の政策 

現政権の国家開発計画（2006 年～2011 年）および基礎衛生セクター計画（2001 年～2010
年）、基礎衛生国家計画（2008 年～2015 年）、基礎衛生セクター計画（2011 年～2015 年）にお

いて、いずれも給水率の向上を目標に揚げており、その中で地方部給水率の向上は優先課題の

1 つであることは、プロジェクト開始時より変更されていない。 

さらに「Mi Agua（私の水）」と名付けられたプログラム（灌漑または飲料水供給事業に対し、

30 万ドル／市供与。CAF による借款が資金源。）が 2011 年度に発表され、現在も実施中であ

る。 

• 県庁の政策 
県庁レベルでは、コチャバンバを除き、地方飲用水分野が各県庁の 5 ヵ年計画において、優

先事項として位置づけられている。（添付資料 19 参照）第 3 章で示したとおり、各県の地方給

水にかける予算も必要最低限は確保されており、また、2008 年から 2011 年で予算（計画値ベ

ース）が 46％の伸びとなっている。 

コチャバンバにおいては灌漑用水開発に重点がおかれているため、同県のみ UNASBVI は設

立されておらず、中間レビュー時に同県をプロジェクト対象から外すことも検討された。しか

し、県の地方給水担当者が全国水会議や水審議会に参加の意志は示していたため、コチャバン

バを対象から外さずにプロジェクトを継続した。結果、2011 年 5 月にコチャバンバ県 Unidad 
de Agua en la Secretaria de Infraestructura, Transportes y Comunicaciones が設立された。これから

具体的な活動を実施していくことになる。 

• 日本側協力機関の政策 
日本は「貧困地域飲料水供給」を、ボリビアにおける援助重点分野「社会開発」、開発課題

「水と衛生」の中の主要プログラムと位置づけている。 

また、村落地域で、生命の維持、健康の維持に重要な要素の一つである、安全な飲料水への

アクセスを確保し、そのための住民レベルを含む各アクターの能力強化は「人間の安全保障」

の基本政策に基づいており、日本側の政策に合致している。 

（2） 対象分野、地方、社会とグル－プのニーズとの一貫性 
ボリビアの農村地域においては、安全な飲料水の確保のニーズは非常に高い。政府の方針にお

いても優先順位が高く、支援のための予算も一定以上確保されており、その政府の政策を実現す

るために、各県の制度面、技術面、運用面から支援を行い、村落地域の飲料水給水状況を改善し

た同プロジェクトは、先方中央政府、県庁のニーズに合致しているといえる。 
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4-2 有効性（高い） 

（1） プロジェクト目標の達成 
プロジェクト目標は、第 3 章 3-4 で示したとおり、達成されると考えられる。また、本案件は

前述のとおり、2 件の開発調査、3 件の無償資金協力と密接に結びついており、開発調査におけ

る提言を実現につなげ、無償資金協力で供与された資機材を有効に活用し、住民レベルでその成

果を発現させるために、本案件が果たした役割は大きい。 

また、同プロジェクトが中心となって他ドナーとの連携も活発に行われ、プロジェクト目標の

達成に大きく貢献した。具体的には、GiZ が CIMAS-SIS のソフト作成を実施したり、UNICEF等

多数のドナー・NGO がプロジェクトで掘削した村落の井戸に対し、プロジェクトと調整のうえ

給水施設の建設を実施したりしている。 

このように、本プロジェクトは、積極的に他ドナー、NGO との連携を図り、それをもって大

きな成果を出したといえる。 

（2） 因果関係 
本案件のアウトプットは、プロジェクト目標を達成するために、十分であったと考えられる。

本来、プロジェクト目標である持続的実施能力の強化には、人材の継続的確保が重要であるが、

これは、外部条件として、規定されている。 

プロジェクト期間中においては、C/P が異動してしまったケースがあり、実施能力の弱体化が

見られた県も存在する。しかし、CT を中心とした研修システムにより、弱体化した県に対して

研修がおこなわれ、他県より遅れはとってしまったが、少しずつ能力の回復は行われている。こ

の意味で、成果２として研修機能強化を設定し、外部条件の影響を緩和するような設計となって

いることは、適切であったと考えられる。 

また、県職員の能力強化や水審議会の設立により、市町村との共同作業やドナー調整も進み、

ドナーの資金を市町村の給水事業に有効活用することが可能となり、プロジェクト目標達成に寄

与したと考えられる。 

さらに、本プロジェクトはドナー間協調のプラットフォームとしての役割を果たし、積極的に

他ドナー、NGO との連携を図ったことで、JICA 事業だけでは達成できない給水設備設置率等を

達成したことは特筆できる。 

本プロジェクトがドナー間協調のプラットフォームとなることができた背景には、他ドナーは

給水施設設置を活動のメインとしていた一方で、本プロジェクトは給水施設設置に不可欠である

井戸掘削地域のデータを握っていたからである。 

以上より、有効性は高いと判断される。 

4-3 効率性（高い） 

（1） 成果の達成度 
表  3-8、添付資料 8 に詳細を記述する通り、活動の進捗は 96 ％であり、評価の達成度は 90%
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である。成果 3 については、中間レビュー時に活動の強化の必要性が指摘されたが、CIMAS-SIS
といったシステムが試行的に導入され、これによりサンタクルスとオルロでは効率的に活動が実

施され、現時点までに必要な活動はコチャバンバ県を除き達成され、成果が出ている。  

（2） 投入の実施状況 
ボリビア側の投入としては、2009 年 8 月の県庁予算の削減（倹約令）の影響にもかかわらず、

プロジェクトの活動に必要最低限は確保された。しかし、県によっては C/P の配置換え等がプロ

ジェクトの進捗に影響を及ぼした。 

日本側の投入はほぼ、計画通りに実施されているが、短期専門家、第三国専門家の投入は計画

よりも少なくなっている。これは、移転した技術を県間の連携協力により、ボ側独自で普及させ

る体制を整えたことにより実現できたもので、この意味で効率性は高くなっている。 

また、村落給水分野についてはプログラム化を行ったことで、同プロジェクトは、2 件の開発

調査、3 件の無償資金協力と連携し、その資機材の有効活用を目指して実施されており、また、

ボランティアの集中的な投入や無償資金協力の F/U、大使館の草の根・人間の安全保障無償資金

協力等、各案件間のシナジーから、効率性は非常に高い。 

本プロジェクトチームはチーフアドバイザーとして日本人専門家 1 名を通期で配置した他は、

現地の社会・習慣に精通したローカルコンサルタントを傭上したが、これは日本人専門家の配置

よりも、コスト面やスムーズな業務の運営・管理等の面でメリットがある。 

4-4 インパクト（高い） 

（1） 上位目標の達成 
前述 3-4 のとおり、上位目標は中間レビュー時に達成している。 

ただし、現時点では指標 1 については、政府の公式な調査は行われておらず、プロジェクトで

独自に算出した値に基づいて判断せざるを得ないが、今後、センサスが行われた際に、判断可能

である。指標 2 についても、現段階ではデータが無く、今後、成果 3 で実施していた各給水施設

から提出されるデータベースを取り纏めることで、ある程度の判断が可能である。また、ベース

ライン調査が行われていないこと、水因性疾患の発生状況はその他の要因も関連することから、

プロジェクトの貢献度についての正確な判断は困難である。しかし、今回の評価調査における住

民への聞き取り調査により、下痢等の疾患が減少してきているという情報は得られている。 

（2） 波及効果 
本プロジェクトの実施により、プロジェクトで提唱しているシステム（DESCOM-P）が政策

に取り込まれ、さらに実施に移されているという大きなインパクトが生じている。 

DESCOM-P 自体は、2006 年時点（フェーズ 1）ですでに政策に取り込まれ、環境・水資源省

の社会戦略の一つとして 10,000 人未満の人口の地域（地方部）向けに採用されている。フェー

ズ 2 においては、2008 年 8 月以降、この政策が社会開発戦略の一つとしてボリビア全土で実行

に移すことが義務となり、そのモデルが実施可能なものであることが証明された。 

また、同プロジェクトで開発した適正技術については、政府の政策に取り入れられ、全国的な
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普及が行われている。 

（3） その他のインパクト 
① DESCOM-P のひとつである生産的活動については、本来、給水施設の維持管理費用捻出

のための活動であるが、村おこしの起爆剤となり、村活動の活性化が見られた村があった。 
② 適正技術の開発等の活動を通じて、既存技術だけではなく、各県において新規技術を開発

する意欲が見られるようになり、独自の技術開発が行われた。 
 

各県で独自のイニシアティブにより、プロジェクト外の活動が行われている。 

4-5 自立発展性（高い） 

（1） 政策・制度面持続性 
村落給水分野は、ボ国において常に優先順位の高い分野であり、2008 年に発表されたセクタ

ー開発計画に引き続き、2011 年 8 月 15 日に発表されたばかりの「基礎衛生セクター開発計画

（2011-2015）」においても、村落給水の向上の重要性が記載され、同分野の重要性は継続してい

る。 

また、ボ側政府により、2011 年には「Mi Agua」プログラムが実施され、2012 年度も継続して

実施されることが予定されるなど、引き続き、同分野の支援は続けられる。 

県庁においても飲用水分野における促進政策が優先されており、各年度の水分野予算の増加、

機材更新、数県における県庁の再編成によって UNASBVI の地位が向上した事等に反映されてい

る。 

コチャバンバ県庁の場合は村落給水分野の優先が成されず、村落給水分野の予算を県予算に登

録する事や 5 カ年計画に含める事も出来なかった。他の県では同分野予算の優先化と新 5 カ年計

画への採用が行われている。 

（2） 組織・財政面 
行政構造で最も実施体制が弱いのは市町村であり、特に地方の市町村では弱さが目立っている。

そのため、CIMAS-SIS の導入により、市町村の今後の能力強化が期待される。 

技術センターの業務である各県間の連携における調整業務については現在強化中であり、同業

務の持続性に関しては現時点で十分確保されていないため、プロジェクト残り期間 4 ヶ月におけ

る活動で、強化することが重要である。サンタクルスにおいては、新規施設が建設されることに

より、独立した予算化が行われ、また、事務局機能を強化することで、持続性が高まると思われ

る。オルロの技術センターについては現在の事業を継続していけば、持続性のレベルが向上する

と考えられる。 

本プロジェクトにおいては、ボ側が日本の支援に過度に依存しないよう、UNASVI の技術的強

化、各県の連携支援、責任の移譲を中心に行い、研修センターの他県の調整機関としての能力強

化を行うことで、組織面での持続性を確保した。 

また、サンタクルス県庁における生産的活動の実施においては、同県では畜産業のニーズが高
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いことを背景に、県農牧局と連携し、実施責任を同局に移管するメカニズムが同県のイニシアテ

ィブで導入された。これは、畜産業においては家畜飼育技術や家畜衛生の観点からのコミュニテ

ィーの支援が必ず必要になるためで、これらのフォローが県の支援により実施されることで、コ

ミュニティーの活動の持続性が期待できる。また、オルロ、チュキサカ、ラパスにおいては、生

産的活動が予算化されており、持続性は高いと考えられる。 

（3） 技術的な持続性 
技術センターが調整役となり、各技術の研修を各県で行える体制が確立されており、このメカ

ニズムの技術的な持続性は高いと言える。 

また、本プロジェクトでは、技術センターを中心として、各県でその地理条件にあった技術を

独自で開発し、普及するシステムをとっており、それら技術は同国に適した技術内容、コストレ

ベルであり、その持続性は高い。 

上記により本プロジェクトの持続性は「高い」と判断する。 
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第5章 結論 

2008 年 6 月に開始された、生命の水プロジェクトフェーズ 2 は、プロジェクト活動を順調に実施

し、想定していた成果を出しており、プロジェクト目標を十分達成していると判断される。 

よって、R/D に記載のとおり、2011 年 12 月末をもって日本側による支援は終了し、2012 年 1 月

以降 2013 年 12 月の間は、ボリビア側によって、これまでのプロジェクトの成果を活用して生命の

水プロジェクトフェーズ 2 活動を継続することとし、引き続き、プロジェクト上位目標である「ボ

リビア全国地方部給水率の向上及び保健指標の改善」に貢献することとする。 

本評価は 5 項目評価を用いて行なわれたが、それぞれの結果は次のとおり。 

妥当性（とても高い） ： 現政権においても、飲料水供給は重要分野に指定されている。 

有効性（高い） ： プロジェクト目標は十分達成された。また、設定された各成果はプロ

ジェクト目標達成のための戦略として適切であった。 

効率性（高い） ： 日本の他の協力（無償資金協力、開発調査、APC 等）とのシナジーや、

ボリビア側各県間の協力により、投入に比して得られた成果は大きい。 

インパクト（高い） ： 上位目標の達成にも本プロジェクトが大きく貢献しており、また、県

庁独自のイニシアティブの発現や、コミュニティーの活性化等の予期

しなかったインパクトがでている。 

自立発展性（高い） ： 総体的に自立発展性は高いと判断されるが、より自立発展性を確実に

するためには、行政構造が最も脆弱な市町村へ対する能力強化が重要

である。そのためには、CIMAS-SIS システムの導入、実践が重要であ

る。 



 

6-1 

第6章 提言 

評価の結果を踏まえて、日本側支援の終了時までと、終了後にボリビア側のみのプロジェクトと

して実施すべき事について以下のとおり提案する。 

（1） 日本側支援の終了時（2011 年 12 月末）までにプロジェクトが実施すべきこと。 
１） サンタクルス及びオルロの技術センター（CT）における重要な業務である全県の連携協力

事業の事務局業務を強化する。 

２） サンタクルスやオルロで強化が進んでいる CIMAS-SIS の他県への普及活動を開始する。 

３） 今後の生産的活動プロジェクトにおいても DESCOM-P を適用し、普及する。 

４） CT があるサンタクルス、オルロをはじめ、ラパスでも水質モニタリング能力の強化が達成

されたが、その他の県においても、相互に情報・経験を共有しながら、水質モニタリング制

度を強化していく。 

５） 水セクターに関する 9 県のデータベース報告書を作成し、公式に発行する。 

６） 適正技術に関し、CT を中心にその利用状況、問題発生、修理等を定期的にモニタリングし、

より精度の高い技術とする。 

７） コチャバンバ県については、県政策の優先順位上、プロジェクト活動への参加がほとんど無

かったため、残りのプロジェクト期間、プロジェクトは県庁、担当者と協議をし、可能な限

り ASVI2 活動に参加できるように促すこと。 

（2） 日本側支援終了後にボリビア側のみのプロジェクトとして実施すべきこと 
１） コーディネーター会議を継続すること。当面は、サンタクルスとオルロの ASVI コーディネ

ーターが中心となって、全県に呼び掛けて会議を開催していくことを提言する。 

２） CIMAS-SIS の普及による市町村の水委員会への指導及びデータ収集能力強化をすること。 

３） コチャバンバ県において飲料水担当部署の更なる協力体制の強化に努める。 

４） 深井戸掘削事業において国と県庁の調整を促進する。 

５） ASVI に関わる人材と独自予算の確保のためのメカニズム定着のために全県は努力すること

を提言する。 

６） 現在深井戸掘削機を所持していないベニ県・パンド県が井戸掘削機を入手した際には、CT
が両県関係機関人材に向けて特別研修を実施する。 

７） オルロ及びサンタクルスの両技術センターが水平協力の機関として機能するよう、人材・予

算の確保を保証する。 

８） 適正技術開発のために大学などの学術機関との協働活動を検討する。 
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第7章 教訓 

１） 村落給水の達成には、各県の開発政策作成、各県による井戸掘削、市の責任範囲である給水

施設設置、給水施設運営費捻出のための方策など、支援対象範囲が多岐にわたる。そのため、

本案件のように、開発調査～無償資金協力～技術協力という複数の援助スキームの組み合わ

せが有効であった。 

２） 地方給水の開発には水分野だけではなく DESCOM-P のように生産面や社会面の性格を有す

生産活動や適正技術の開発が効果的であることが確認された。 

３） 上記１）のとおり、村落給水分野は支援対象範囲が多岐に渡り、また、対象地域も広いため、

他ドナーや NGO との協力がプロジェクト効果を上げるために重要であることが確認された。 

４） C/P 人材の配置が安定しない状況の場合、複数の県を対象とし、県間で技術を保管しあう制

度を構築すれば、C/P 異動においても技術者の質低下をある程度抑制できる。 

５） 地方給水の開発には地域の特性を十分に考慮した開発手法を取ることが重要である。 

６） 本プロジェクトでは専門家が日系人であること、ローカルコンサルタントを効果的に活用し

たことで、少ないコストで成果をあげることが可能となった。特に、全県の地方給水にかか

わる案件では、その国に熟知し、人間関係を容易に形成できる現地ローカルコンサルタント

の活用が短期間で効果を上げる重要なポイントである。なおローカルコンサルタントを活用

した場合でも、広報活動を積極的に展開したことで、「日本の顔」が隠れることは無く、村

落給水における JICA の知名度は上がった。 

 
以上 



 

付属資料１:  PDM(和文)第 3 版（2011 年 9 月 和文のみ微修正） 
 

プロジェクト要約 指標 指標の入手手段 外部条件 
上位目標   

-VAPSB と県のモニタリング報告

書  

 
1. 水・基礎衛生分野の国家政策が変化しない。 
2. 政治状況が悪化しない。 
3. 保健・教育・基礎衛生分野でのセクター間の調整が行

われる。 
 全国地方部給水率の向上及び保

健指標の改善に貢献する。 

1. 全国地方部給水率 ミレニアム開発目

標（2015 年）の達成に貢献する。 

2. 県が給水事業を実施した村落におい

て、水因性疾患の発症数が減少する。 
 

-VAPSB 報告書  
-県保健サービス局(SEDES)の総

合報告書 
-県の給水事業実施村落でのベ

ースライン調査とアンケート調

査 
プロジェクト目標 1. 各県での村落給水事業の実績（注） 

1)各県の生産井の数 
2)各県の給水施設設置済みの井戸の数 
3)給水率 100%の市・郡の数 
4)2011 年までの裨益人口数 
5)1998-2011 年に掘削済みの生産井のうち

機能している井戸の割合(%) 
6)2008-2011 年の毎年の生産的活動の数 
2. 2011 年（プロジェクト終了時）までの

全国地方部給水率 65% 
 (総計: 給水施設 512 井戸; 

間接裨益者数 35.1 万人) 

 
-VAPSB 報告書、ミレニアム開発

目標報告書 
 
- UNASBVI による月間・各６か

月・年間報告書 
 
-UNASBVI 所有の井戸のデータベ

ース 

1. 県レベルの政策が変化しない。 
2. 保健・教育・基礎衛生分野でのセクター間の調整が

行われる。 

県の村落給水事業の持続的実施

能力が強化される。 

 
 
 
 
 

プロジェクト名:  「生命の水プロジェクト フェーズ２」 
実施機関:  
責任機関: 

全 9 県の水担当局 
環境・水資源省上水・基礎衛生次官室（VAPSB） 

プロジェクト実施期間: 日本との協力プロジェクトとして 2008 年 6 月 ~ 2011 年 12 月。ボリビア側事業としては 2008 年 6 月-2013 年 12 月(5 か年計画) 
裨益者: (直接裨益者)９県の UNASBVI の職員 約 300 名、VAPSB 担当 2 名及び関連団体職員 

(間接裨益者)９県において県の給水事業によって裨益する住民 31 万人 
場所: サンタクルス県サンタクルス市、オルロ県オルロ市、各県の県都 
日付: 2010 年 3 月版 
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プロジェクト要約 指標 指標の入手手段 外部条件 
成果    

1.【県間の連携協力の拠点（技術センター）の組織強化】 

(全国 9 県と VAPSB によって)生命の水技術センター（CT-ASVI 2）
が機能強化される。 

1) 技術センターの活動が２県の
年間活動計画(POA)に記載され
ている。 

2) 計画、企画、予算の見直しの
過程が技術センター事務局で
定着している。 

1) 年間活動計画(POA) 

2) 技術センター事務局の年
間活動報告書 

C/P の人事異動が頻繁でない 

2.【研修機能強化】 

(全国 9 県と水資源省基礎サービス次官室によって)VAPSB、９県
の UNASBVI、市町村及び水道事業体(EPSAs)に対する、研修実施
体制が確立する。 

 

1) 2 つの技術センター事務局に
おいて毎年合計 24 回の研修・
セミナーが実施されている 
(1 つの事務局において 12 回) 

2) 研修用教材が作成されてい
る。 

1) ６ヶ月間・年間活動報告書 

2) 研修用教材 

他の県の UNASBVI から積極的
な参加がある。 
 
C/P の人事異動が頻繁でない 

3.【市町村・村落・CAPyS への持続的支援体制強化】 

市町村・村落・CAPyS での給水施設の維持管理状況・水質状況
の確認、生産的活動、故障時対応の体制ができる。 

1) 各給水施設のデータベースが
統一したフォーマットで作成
される。項目：水源、施設設
置状況、給水施設の維持管理
状況、水質状況、故障時対応
記録 

2) データを定期的に取りまとめ
た報告書がある。 

4) 県と市で故障時対応の際の活
動体制ができている 

1)給水施設のデータベース 

2)データ報告書 

3)故障時対応マニュアル 

県が村落給水（水源開発）を継
続する。 

市の活発な参加（給水施設設置
含む）がある。 

4.【調査研究機能強化】 

技術センターが地域適正技術開発のために調査研究を実施でき
るようになる。 

1) 少なくとも 6 つの新規技術開発
のための調査研究が行われる。 

2) 調査研究結果を共有するセミ
ナーが実施される。 

3) 新しい技術を関係者が理解
し、共有し、各地で適用する
ための資料や道具が作成され
る。 

1) ６ヶ月間・年間活動進捗報
告書 

2) セミナーの報告書、普及用
教材 

3) 各地で適用されている新
規技術についての報告書 

 

5.【水審議会の組織強化】 

県レベル及び国レベルの水審議会が強化される。 

1) ９県で委員会が設立される。 
2) 少なくとも 7 県で県レベル水
委員会が強化され、関係者団
体の活動概要資料が作成され
ている。 

3) 研修・調査研究についての情
報交換が行われている 

1) 水委員会のメンバーリス
ト、組織規約 

2) 関係者団体の活動概要資
料 

3) 議事録 

関係組織間で良好な関係が維
持されている。 
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活動 投入 外部要件 
成果 1 関連 日本側 ボリビア側  
1.1. 技術センター運営委員会を設立する（９県と水

省）。 
1. 専門家・コンサルタント 
 チーフアドバイザー/地下

水開発(VAPSB) 
 全国コーディネーター

(VAPSB) 
 総務担当(VAPSB) 
 地域ファシリテーター (2

名) 及び業務補助 (2 名) 
(サンタクルスとオルロ) 

 給水システム専門家 
 物理探査専門家 
 その他関連テーマの専門

家 
2. 資機材 
 水質管理のための車両 
 水質分析ラボラトリ機材 
 井戸掘削機材のスペアパ

ーツ 
3. 研修員受入 

水資源分野での研修員派遣

（日本・第三国）。 
4. 現地活動費 
（新規 3 県においては生産的

活動に対する活動費支援を含

む） 

1. ローカルコスト負担 
2. プロジェクト事務所提供 
3. 必要な人員の配置 

・(オルロ・サンタクルス)
事務局コーディネーター 
３名 
・(他 7 県)ASVI フェーズ 2 コ

ーディネーター 各 1 名 
・必要人員の配置：物理探

査技師、水理地質技師、掘

削技師、機械技師、総務担

当、情報システム担当、測

量技師、社会面担当、生産

面担当、運転手、在庫管理、

秘書等の少なくとも 13の専

門性を備えた 13人以上の技

師の配置 
4. 車両（運転手及び燃料費含

む） 
5. 研修・調査研究等で扱う内

容を各県で適用するための

プロジェクトの実施 
6. 井戸掘削機材、車両、調査

用機材の計画的な更新 

 

1.2. サンタクルス、オルロに事務局を設立する 各県で水・基礎衛生セクターに必要な予
算が配分される。 

1.3. 定期会議を開く（全国水セミナー等） 

 

1.4. 研修、市町村等への支援、調査研究の３つのテー

マにそれぞれ技術部会を組織し、県レベル及び国

レベルの水委員会を通じ研修テーマ・支援方法・

調査研究テーマ等を決定する体制を作る。 

1.5. 井戸掘削関連機材のスペアパーツの需要を調査

する。 

成果 2 関連 
2.1. 研修部会が研修実施のための研修テーマ案を策

定する。 

2.2. 講師を選定し、研修の教え方の研修を行う（講義

マネジメント、時間配分、参加型実施等）。 

2.3. 研修ニーズに沿って研修を運営する。必要な研修

教材を作成する（研修コースの内容評価及び新規

ニーズ把握のためのアンケート、研修参加者の活

動計画作成を毎回実施する）。 

 研修テーマ例：物理探査、水理地質、井戸掘削技

術、機材維持管理、ポンプ技術、給水システム設

計、水質管理、DESCOM-P、社会面分析（CAPyS の

組織、ジェンダー配慮）、生産的活動の推進、衛生

教育、エコトイレ、総合的水資源管理 

2.4. 研修参加者による研修参加後の活動への支援を

行う（特定の活動を選んで実施）。 

2.5. 日本・第三国で実施する JICA の研修に関して広報

し、適切な候補者に対し応募を支援する。研修内

容共有のためのセミナーを実施する。 
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成果 3 関連    

3.1. 県が各市に村落の水委員会の支援担当者を配置

する。 

 

  

前提条件 

技術センターが県令により設立され、必
要な予算が配分される。 

UNASBVI の業務に取り組む意識が高まっ
ている 

他の団体（国内・国際）の支援がある。 

正確な情報が手に入る。 

3.2. 県が各市に水分野担当技師を確保し、県と市によ

る給水施設の維持管理状況の確認および故障時に

対応できる体制を作る。 

 

  

3.2 市町村の技師対象のワークショップを行う(故障

時の対応方法、データの集め方等)。 

 

  

3.3. 各県が水源を開発した給水施設について、統一し

たフォーマットでのデータベースを作成する（9 県、

excel などの簡易なもの）。 

 

  

3.4. 必要に応じ、県が生産的活動の実施を推進する。 

 
  

3.5. 県が村落間の情報共有の場を提供する（会議の開

催等）。 

 

  

3.6. 県が村落への定期的な水質分析サービスを実施

する（サンタクルス・オルロで最初に設立、その

後他県に拡大する）。 

 

  

3.7. 他の団体が作った給水施設を含めたデータベー

スを県レベルで設立する(2 県)。 

 

  

3.8. 水省が 9 県分のデータを取りまとめ、発行する。 

 
 
 

  

添
付
資
料
1

A
1-4



 

成果 4 関連   

 

4.1. 調査研究部会が調査研究ニーズを調査し、研究の

計画を立てる。 
  

4.2. 調査研究ニーズに沿って新規技術研究を行う 
研究テーマ：供給される水の質と量を、地域に合わせ

て、村落でアクセスしやすい安価な方式で向上させる

ための研究 
例) 
-給水システム（ハード） 
・手掘り井戸掘削の改良 
・井戸掘削機の回転速度改良 
・鉄筋セメントタンクの実用化 
・水質改善装置 
 （塩分、鉄分、マンガン、フッ素の除去） 
・太陽光パネルの活用 
-社会調査手法 
・住民とのコミュニケーション方法 
-その他 
・水資源管理の基礎調査(2 流域程度) 

  

4.3. 優先的な地域で上記 4.2.の技術に関するパイロッ

ト調査を行う。 
  

4.4. 調査結果を関係者に共有する（国内・国外に対

し）。報告書を作成する。 
  

成果 5 関連   
5.1. 各県 UNASBVI をセクター長として、県レベル委員

会の組織規則、名簿が作成される。 
  

5.2. 各県の UNASBVI が関係団体の活動概要資料を作

成・更新し、活動を調整する。 
  

5.3. 定例会議が行われ、技術センターでの活動につい

ての情報交換を行う 
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（注）プロジェクト目標の指標１．各県の村落給水事業の実績：2011 年 12 月までの県毎の指標（県庁ごとに設定したもの） 

・1)-6)の指標のうち、指標 1)「県の生産井の数」、2)「各県の給水施設設置済みの井戸の数」、4)「2011 年までの裨益人口数」については 2008 年のプロジェクト

開始時に各県によって下記の表のとおり設定されている。 
・指標 3)「給水率 100%の市・郡の数」についてはサンタクルス県のみが目標を設定している。 
・指標 5)「1998-2011 年に掘削済みの生産井のうち機能している井戸の割合(%)」は、すでに設置されている給水施設は適切に機能しているという仮定のもと、 

（給水施設設置済み井戸数）/（生産井の数）が 90%以上となることを目標とする。 
・指標 6)「2008-2011 年の毎年の生産的活動の数」については目標を設定することが適切でないと判断した。 
 

県名 1) 生産井の数 
2008-2011 年 

2) 給水施設設

置済井戸の数 
2008-2011 年 

4) 裨益者数 
2008-2011 年 

サンタクルス 176 158 256,511 
チュキサカ 56 50 11,162 
タリハ 40 36 19,761 
オルロ 40 36 3,475 
ポトシ 64 58 18,919 
ラパス 64 58 11,127 
ベニ 36 32 13,724 
パンド 18 16 3,019 
コチャバンバ 18 16 13,303 
全国 512 460 351,000 

 
（参考）本 PDM3（和文）においては中間レビュー時の PDM3 から、以下の２点のみ修正した。 
-成果 5 において、「水委員会」→「水審議会」として、住民レベルの水委員会と区別 
-活動 3.1～3.9 の項目分けが西語と異なっていたため、記載を西語にあわせた（内容に大きな変更はなし） 
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(単位：百万Bs.）

計画 執行 当初計画 削減後 執行 計画 執行 計画
20011年4月
までの執

サンタクルス 7.99 14.50 * 22,0 15.00 15.00 15.00 13.60 14.00 2.52 45.62
チュキサカ 6.10 2.30 * 10,0 3.15 3.15 5.00 4.80 9.00 1.20 11.45
タリハ 7.98 4.40 * 9,65 4.20 4.20 2.40 0.36 9.00 0.81 9.77
ラパス 1.30 1.32 1.32 1.32 1.32 5.00 4.00 3.10 1.50 8.14
オルロ 3.99 3.26 3.23 3.23 2.21 1.51 1.81 2.84 0.49 7.77
ポトシ 1.60 1.20 * 8,00 4.20 4.20 3.20 0.70 1.70 0.20 6.30
ベニ 1.00 1.00 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 0.70 5.30
パンド 0.95 0.95 0.95 1.67 1.30 2.00 0.30 2.55
コチャバンバ (**) 0.00
分野投資総額 29.96 27.98 56.95 33.85 32.83 35.58 28.37 43.64 7.72 96.90
予算執行率

* 2009年に予算削減が実施された

** コチャバンバはUNASBVI向けに割当てられた資金を有していない。灌漑用水分野が優先されている

県庁  /  財政年度
2008 2009 2010

添付資料2: 県毎のUNASBVI予算　（西文ミニッツAnexo4）

97%

執行総額 

93% 80% 18%

2011
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添付資料３ : 資機材更新状況　  （西文ミニッツAnexo9)
　県独自のイニシアティブ／予算による資機材更新状況は次のとおり。

県名 A) 掘削機関連 B) 調査機器関連

サンタクルス

200m級掘削機「GREGORIO」を県のイニシアティブで製造。
これは、既存のトラックにボリビア製掘削機（150～200m）を
据付けたものである。

チュキサカ

SEDES所有の都市近郊用掘削機の復旧を検討中。 チュキサカ県もポトシ県の経験を継続し物探
査機器の購入実施中
水質分析試験所用の機材と試薬の調達を独
自イニシアティブで実施（2011年）

タリハ タリハ県Yacuiba市は掘削機材を購入。
オルロ 機材調達予算が再度登録された。調達の技術詳細を検討

ラパス
サンタクルス同様の掘削機製造（トラックを修理しボリビア製
の掘削機（150～200m）を据付ける）を検討中。

ポトシ
2011年度掘削機調達の手続き中
2011年にPRODEASの能力を強化するための、SEDES所有
掘削機の維持管理と修理の手続き中

ベニ

草の根・人間の安全保障無償資金協力を活用した深井戸
掘削機の調達を実施。
同県UNASBVIは、サンタクルス県の経験を活用し、同様の
掘削機（トラックを修理しボリビア製の掘削機（150～200m）を
据付ける）製造中。
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添付資料4　県庁負担事項の履行状況   （西文ミニッツAnexo10）

2009年12月時点 2011/6/1
（中間レビュー時） （最終評価時）

必要最低限は措置されている。
・2009年度の予算削減はサンタクルス、チュキ
サカ、タリハ、ポトシとオルロにおける活動に
悪影響を及ぼした。その他の県では遅れは生じ
たものの、活動が停止することなく継続してい
る。

対応されている。
オルロ県では県庁独自のイニシアティブで技術センター施設を新設し
た。サンタクルス県でも技術センター新設が予定され、建設資金が承認
されている。

概ね対応されている 概ね対応されている（西文ミニッツAnexo6)
・調整員の人数は十分。技師の配置が不足。人
員の交代が激しいなどの問題が指摘。

・雇用の不安定さは残っており、一部で技師配置の不足は見られるが、
必要人材配置の努力は見られ、UNASBVI職員は、230名（2009年12月）か
ら261名（2011年6月）と増加した（西文ミニッツAnexo5）

4.車両 概ね配置されている 概ね配置されている（表2）
(運転手と燃料費含む) ・車両利用計画が悪い ・PROASUB専用車の配置がなかったポトシ、コチャバンバにおいても、

UNASBVI車両の使用が可能である。

・予防整備が実施されず ・使用計画については改善の余地があるものの、プロジェクト実施に
大きな問題にはならなかった。

・運転手が臨時雇用で雇用に遅延。
必要最低限である。 各県によって対応状況に差があるが、概ね対応されている。
A)井戸掘削機械 A)掘削機械
・機材の更新／リハビリ計画が不足。 ・ASVI2が作成した国内・国際供給者のリストを用いて予備部品供給が

改善された。（西文ミニッツAnexo20 ）。

・スペアパーツの円滑な入手が困難。 ・機材の更新／リハビリ計画は不足したままではあるが、以下のとお
り、各県で機材の更新計画があり、徐々に進められている。

・ポトシとオルロは機材購入のイニシアチブを持ち続けている。
Yacuibaは掘削支援機材を購入した。

・ポトシのROTAMEX 50掘削機のリハビリは、未完了。
B)車両 ・サンタクルスの「GREGORIO」掘削機は稼動を開始した。ベニ県はAPC

協力で同様の活動を進めている。ラパス、チュキサカとパンドは同様の
活動を進めるために、車両を調達中である。

・サンタクルスは車両更新計画を有する。 ・チュキサカはSEDES所有の都市近郊用掘削機の復旧を完了していな
い。

・ラパスとポトシ県庁が各UNASBVIに車両を再配
備（ラパス2台、ポトシ1台）

B)車両

C)調査機材 ・サンタクルスは車両更新計画を未だに実施していない

・ポトシが調査用機材（Profiler）を購入。 ・すべての県が他プロジェクトの車両を再配備した。

C)調査機材/ 水質検査機材
・チュキサカでは物理探査機器を更新した。
・チュキサカ、タリハ、ポトシについて、機材を更新するなど、独自の
更新が見られる。
各県政府により、追加プログラム、プロジェクトが実施されている。

RDで約束されたイニシアチブ RDで約束されたイニシアチブ
サンタクルス県 サンタクルス県
・ASVIフェイズ2（5カ年計画）：PROASU-JICAと
合同共に進められた。2010年までに全市町村へ
安全な水を提供する政策である。

・ASVIフェイズ2（5カ年計画）：PROASU-JICAと共に進められた。2011
年6月に98%の安全な水給水率を達成。Warnes、VeslascoとObispo
Santiestebanの各郡では給水率100%を達成。

オルーロ県 オルーロ県
・深井戸掘削プロジェクト（能力100mの新機材
完全セット購入）：予算登録はされたが、予算
削減によって資金不足となっている。

・機材購入予算を再度登録した。購入する機材の技術詳細を検討中。

・ASVI JICA IIIフェイズ2（5カ年計画）：2013
年まで実施。

・ASVI JICA IIIフェイズ2（5カ年計画）：2013年まで実施。

・DASAR-JICA の井戸における補完工事建設プロ
ジェクト
：2009年～2010年で実施。

・DASAR-JICAの井戸における補完工事建設プロジェクト：実施中。
  2011年9月まで延長。

チュキサカ県 チュキサカ県
・ASVI-JICAフェ-ズ2（5カ年計画） ASVI-JICAフェ-ズ2（5カ年計画）：実施中
・深井戸補完工事の建設 深井戸補完工事を建設中。
・小規模集水システム建設 小規模システム建設の代わりに2010年度に雨水だめを購入。2011年度の

購入も計画されている。2012年度にフェロセメントタンク建設を計画。

タリハ県 タリハ県
・PRODASUT-JICA強化プロジェクト（500m掘削機
2機、300m掘削機1機）の購入：2009年に入札を
実施したが、予算不足によって中止。

2009年度に入札を実施したが、予算不足によって調達中止。県政府総務
部の計画では、掘削機8機の購入を現在予定。

5.井戸掘削機材、車
両、調査用機材の計画
的な更新

6.各県政府のイニシア
チブ により形成される
追加プログラム・プロ
ジェクト

（注：ここに記載のプ
ロジェクトは、ASVI／
JICAの名前が付されて
い る も の も あ る が 、
ASVIプロジェクトとし
てはスーパーバイズを
しているのみで、各県
政 府 独 自 の イ ニ シ ア
ティブ、予算により計
画・実施されているも
のである。）

項目

1.ローカルコスト負担 期間を通じて必要最低限の措置はとられており、最終的に、全県政府が
プロジェクト開始時より、飲用水分野に対する予算は維持された（添付
資料5）。

2.プロジェクト事務所
提供

対応されている。

3.必要な人員の配置

添付資料4
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ポトシ県 ポトシ県
PRODEAS強化プロジェクト（100mと300mの深井戸
掘削機セットの購入）：2009年に入札を実施し
たが、予算不足によって中止。

・公開入札の不手際により、国際企業が参加せず。同年度の計画予算が
失われた。

ラパス県 ・5カ年計画の登録を簡単にするため、PRODEAASに関する合意が更新さ
れた。

・150m深井戸掘削機新セットの購入：予算不足
によって一時的に中止。

ラパス県

ラパス、オルーロ、コチャバンバ、サンタクル
ス、タリハ

・新しい深井戸掘削機の調達は中止されたままである。

PRODASUBが住民共同体の防災用として、機材、
車両、物資と部品購入用の資金を要請。VIPFEは
見返り資金を各県の防災費へ移動。

・5カ年計画の登録のために、PRODASUB（4郡）に関する合意が更新され
た。安全な水プログラムにより、ラパス県全20郡に拡張

ラパス、オルーロ、コチャバンバ、サンタクルス、タリハ
VIPFEの決定により、見返り資金による実施案を破棄。防災費を直接県
政府へ移動することを提案。県政府は政治的問題により、これを拒否。
ほとんどの県がTESA様式を提出せず。ASVIが進めた手続きは成果を得な
かった。

添付資料4
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添付資料5:  主な供与機材一覧

車両 2台 6,132

8m高塔式風車・付属品 6セット
供与先（供与数）：チュキサカ県(1)、オルロ県(1)、ラパス県

(1)、サンタクルス県(3)

12m高塔式風車・付属品 2セット 供与先（供与数）：サンタクルス県(2)

ラボラトリー用分析器具類 2セット 19,838
供与先：オルロ県技術センター、サンタクルス県技術セン

ター

太陽光パネルシステム
（10,000l/日）

10セット 10,733
供与先（供与数）：ベニ県(1)、ポトシ県(1)、ラパス県(2)、チュキサ
カ県(1)、オルロ県(1)、サンタクルス県(3)

太陽光パネルシステム
（5,500l/日）

15セット 5,436
供与先（供与数）：オルロ県(1)、ラパス県(3)、ベニ県(3)、サンタク
ルス県(8)

手動掘削機材 6セット 2,692

井戸掘削機材等スペアパーツ 49,333 供与先：オルロ県、タリハ県

太陽光パネルシステム
（10,000l/日）

2セット 供与先（供与数）：サンタクルス県(2)

太陽光パネルシステム
（5,500l/日）

3セット 供与先（供与数）：サンタクルス県(3)

金額（千円）詳細 数量 備考

2,493

2,879

添付資料5
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氏名 所属 期間（日本滞在） 内容

1 Ing. Raúl Darwin Barosso Sosa サンタクルス県庁

2 Ing. José Enrique Ayala Miranda オルロ県庁

3 Ing. José Luis Ríos Pérez チュキサカ県庁

4 Arq. Carlos Antonio Maida Iriarte ラパス県庁

5 Ing. Estebán Calderón ベニ県庁

6 Lic. Fernando Frigerio タリハ県庁

7 Ing. Grover Colquehuanca CT-オルロ調整員

8 Ing. Luis Antunez CT-サンタクルス調整員

9 Ing. Bernardo NINA 環境・水資源省

2011年10月11日～10月28日
（予定）

地下水開発に焦点を当てた地方にお
ける給水技術

添付資料6:　本邦研修実施状況　　　（西文ミニッツAnexo16）

2010年11月15日～12月3日
地下水開発に焦点を当てた地方にお
ける給水技術

2008年8月24日～9月13日

2009年8月16日～9月5日

地方における給水技術

地下水開発に焦点を当てた地方にお
ける給水技術

添
付
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遅延した活動（中間レビュー時） 対応状況（2011年6月時点）

【活動としては中間レビュー時に削除】
1-6
　井戸掘削関連機材のスペアパーツの
一括管理在庫を設置する

同活動に代わり、県政府自らの調達を促進するための国内外供
給者リストを作成した。

3-3
　市町村の技師対応のワークショップを
行う（緊急時の対応方法、データの集め
方等）

遅れていた新規参加の3県のうち、2県（ベニ、パンド）について
は、技師も配置され、ベニにおいては必要な研修も実施された。
維持管理・故障時対応を優先付けている県から他県への対応に
ついても、サンタクルスが中心となり、チュキサカ、タリハ、オル
ロ、ラパス、ベニ、ポトシの各県に対して技術移転がなされた。

3-6
　県が村落への定期的な水質分析サー
ビスを実施する（サンタクルス、オルロで
最初に設立。その後、他県に拡大す
る。)

サンタクルス、オルロともに技術センターが開所し、水質分析
サービスが開始された。また、タリハ、チュキサカ、ポトシの各県
においても水質分析サービスが拡大されている。

3-7
　他の団体が作った給水施設を含めた
データベースを県レベルで設立する。（2
県）

全県で行う方針に変更し、コチャバンバを除く8県でデータベース
が完成した。

3-8
　環境・水資源省が9県分のデータを取
りまとめ、発行する。

現在、8県のデータを環境・水資源省を提出し、同省で取りまとめ
中である。（10～11月に取りまとめ終了見込み）

5-2
　各県のUNASBVIが関係団体の活動概
要資料を作成・更新し、活動を調整す
る。

関係団体活動資料作成実施済み。特に、コチャバンバ、タリハ、
サンタクルス、ベニ、ラパスの5県については、水審議会が再活
性化された。

5-3
　定期会議が行われ、技術センタ-での
活動についての情報交換を行う。

対応済み

添付資料7　中間レビューで指摘された遅延活動の対応状況　　（西文ミニッツAnexo17）

添付資料7
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添付資料 8 成果別の活動達成度（西文ミニッツAnexo18） 
 

成果 1の活動 中間レビュー時の進捗 中間 
達成度

最終結果 最終 
達成度 

1.1. 技術センター運営委員会を

設立する（9県と水省） 
• 終了 100 • 運営委員会は通常通り機能している。 100% 

1.2. サンタクルス、オルロに事

務局を設立する。 
• 終了 100 • 任命された調整員は継続的に活動を続けている。 

サンタクルス (Joaquín Soria、 José Luis Peláez 、Luis 
Antúnez)、オルロ(Grover Colque Huanca、María 
Quispe） 

100% 

1.3. 定期会議を開く（全国水セ

ミナー等） 
• 6ヶ月の間隔で会議 3回を開

催 
50 • 7回の全国会議が開催され、9月に全国会議の最終

回が予定されている。（7回／8回＝88％） 
88% 

1.4. 研修、市町村等への支援、

調査研究の 3つのテーマにそれ

ぞれ技術部会を組織し、県レベ

ル及び国レベルの水委員会を通

じ研修テーマ・支援方法・調査

研究テーマ等を決定する体制を

とる。 
 

• 全国会議の 1ヶ月前にコーデ

ィネーター会議を設ける制

度を確立  

50 • 6回の会議が開催され、2011年度 10月あるいは 11
月に残る 1回を開催予定。（6回／7回＝86％） 

• これら会議はボリビア側の制度として定着してき

たが、プロジェクト終了後もボリビア側だけで実

施ができるよう、ボリビア側の役割、責任分担を

明確にするのが望ましい。 
 

86% 

1.5. 井戸掘削機材のスペアパー

ツの需要を調査する。 
• 需要のあるスペアパーツリ

ストを作成済み。 
100 • 同左 100% 

成果 1平均 68%  95% 
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成果 2の活動 中間レビュー時の進捗 中間 
達成度

最終結果 最終 
達成度 

2.1. 研修部会が研修実施のため

の研修テーマ案を策定する。 
• コーディネーター会議で 6ヵ
月毎にアイデア出しを行っ

ている。2010年には 10テー

マのアイデアが出されてい

る。 

50 • 調整員会議（6ヶ月毎）で 2011年のワークショッ

プ・リストが作成された。 
100% 

2.2. 講師を選定し、の教え方の

研修を行う。（講義マネジメン

ト、時間配分、参加型実施等） 

• 各研修・全国水セミナーの 1
こまとして実施している。 

50 • 中間レビュー時と同じく、各研修・全国水セミナ

ーにおいて適宜コメントを行う等の方法で実施し

ている。 
• これまでに 3回実施し、あと 1回実施予定。 
（3回／4回＝75％） 

75% 

2.3. 研修ニーズに沿って研修を

運営する。必要な研修教材を作

成する（研修コースの内容評価

及び新規ニーズ把握のためのア

ンケート、研修参加者の活動計

画作成を毎回実施する）。 

• 研修コースと教材の準備

（2008年：5テーマ、2009
年：32テーマ） 

• アンケートは研修終了時に

口頭でコメントを確認。 
• 今後は地方事務局の関与を

引き出すことが重要。 
 

50 年間 24回を目標としており、2009年 31回、2010年
ワークショップ 22回、2011年前半ワークショップ

23回を実施。研修総数では、目標を達成。2011年度

だけで判断しても、96％達成している。 
• 研修に必要なテキストも作成済み（添付資料 16）
• 手動掘削のガイドビデオが完成。 
 

100% 

2.4. 研修参加者による研修参加

後の活動への支援を行う。（特

定の活動を選んで実施） 
 

• 全国向けの研修実施の後、

各県の要望を受け、各地で

研修を実施。 

33 • プロジェクト前半の活動が継続して行われた。 86% 

2.5. 日本・第三国で実施する

JICAの研修に関して広報し、適

切な候補者に対し応募を支援す

る。研修内容共有のためのセミ

ナーを実施する。 

• 適宜環境・水資源省、各

県、関係機関を通じ実施し

ている。C/P研修尾跡は研修

のない表を共有するための

発表を全国水セミナーにて

実施している。 

50 • 同左 100% 

成果 2平均 47%  92% 
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成果 3活動 中間レビュー時の進捗 中間 
達成度

最終結果 最終 
達成度 

3.1. 県や市が村落の水委員会の

支援担当者を配置する。 （和文
版 PDMでは 3.1と 3.2をあわせ
た記載となっており、そのた
め、ずれが生じている。） 

• コチャバンバを除く 8県で実

施済み。 
88 • 同左 88% 

3.2. 県が各市に水分野担当技師

を確保し、県と市による給水施

設の維持管理状況の確認及び故

障時に対応できる体制を作る。 
 

• 故障時対応：制度上は全県

で作られている。しかしな

がら村落や市のキャパシテ

ィに差があるため、県から

の技術支援の内容はばらつ

きがある。また、多くの県

では新しい給水施設設置が

優先付けられており、維持

管理や故障時対応が優先付

けられていない。 

56 • 8県（コチャバンバを除く）においては、必要に

応じて、県政府が市役所を通して水委員会に支援

を行う体制ができている。 
• 県政府が直接支援を実施する場合もある。 
• 支援体制の確立が進んでいるサンタクルスとオル

ロにおいては、市が水道公社への予算支援を行

い、同公社を通じて村落レベルの水委員会を支援

している。（CIMAS-SIS） 

88% 

3.3. 市町村の技師対象のワーク

ショップを行う。（故障時の対

応方法、データの集め方等） 

• 一般的な維持管理に関する

ワークショップは 7県で実施

された。故障時対応の内容

は改善する余地がある。 

55 
 

• 8県（コチャバンバ以外）で市町村の技師のため

の修理ワークショップを継続して実施している。 
 

88% 

3.4.  各県が水源を開発した給

水施設について、統一したフォ

ーマットでのデータベースを作

成する（9県、excelなど簡易な

もの） 

• 8県（コチャバンバ除く）で

共通のフォーマットを使用

している。 

88 • 8県（コチャバンバ除く）で共通のフォーマット

を使用している。 
 

88% 
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3.5. 必要に応じ、県が生産的活

動の実施を推進する。 
• 2009年末までに JICA 予算支

援のもと 59村落で実施。県

庁独自予算のものはこれ以

外に数多い。 

50 • 133の生産的活動が実施された。 
• JICA（本プロジェクト）の支援で実施。オルロと

チュキサカは予算費目に生産イニシアチブ支援の

項目を儲け、予算を登録している。オルロは 2010
年、チュキサカは本年度に支援を開始し、ラパス

は 2012年の開始を予定。 
 

100% 

3.6. 県が村落間の情報共有の場

を提供する。（会議の開催等） 
• 6県（サンタクルス、チュキ

サカ、タリハ、オルロ、ラ

パスとポトシ）で実施。 

66 • 8県（コチャバンバを除く）で実施された。 88% 

3.7. 県が村落への定期的な水質

分析サービスを実施する（サン

タクルス・オルロで最初に設

立、その後他県に拡大する）。 

• サンタクルスでは借家に水

質分析機材を導入中であ

り、オキナワとともにモニ

タリング活動を開始予定。 
• オルロ県では 2010年 6月に

機材導入予定。 
• タリハでは独自のイニシア

チブで、EU（PROHISABA）

供与の機材を、市町村と調

整を行いながら使用してい

る。 
• 県庁での水質分析機材の設

置を待たずにモニタリング

体制の詳細を調整していく

必要あり。 

25  
• サンタクルス、オルロで水質分析サービスを実施

中。 
• オキナワは市の水道事業体が水委員会への水質分

析サービスを実施。 
• タリハとポトシについては、PROHISABAの支援

を受け、水質分析を開始。 
• チュキサカは水質分析機材と試薬の調達へ 15万

Bs.の予算を割当てた。 
• ラパスについては、水質分析を実施する技術セン

ターを計画中。 

100% 
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3.8.  他の団体が作った給水施

設を含めたデータベースを県レ

ベルで設立する。（2県） 
 

• EU(タリハ、ポトシ)、IDB-
FPSのデータは 8県のデータ

ベースに含まれている。 
• PROCOSIと UNICEFのデー

タは環境・水資源省の ASVI
プロジェクトに提出されて

おり、これから各県のデー

タベースに統合予定。 
 

20 • 2県（ベニ、タリハ）についてはデータベース設

立済み。その他 7県についてもデータ設立はほぼ

完了し、現在はその精度を確認中。 

100% 

3.9. 水省が 9県のデータを取り

まとめ、発行する。 
• 県庁が地下水開発を行った

水源を使用している給水施

設のデータは集まっている

が、表流水源を使用してい

る給水施設のデータが集ま

っていない。 

17 • 全国の情報が収集され、データの取り纏めまでは

完了した。 
• 発行に向けて、水省と最終調整中。プロジェクト

期間終了時までには発行の見込み。 
 

90% 

成果 3平均 52%  96% 
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成果 4活動 中間レビュー時の進捗 中間 
達成度

最終結果 最終 
達成度 

4.1. 調査研究部会が調査研究ニ

ーズを調査し、研究の計画を立

てる。 

• 各県のコーディネーター会

議で 6ヶ月毎にアイデア出し

を行っている。 

50 • 需要に応じた会議は研究は継続して行われてい

る。 
100% 

4.2. 調査研究ニーズに沿って新

規技術研究を行う。 
• 研究段階：4技術 
• 実証段階：2技術 
• 普及段階：4技術 

50 • 研究段階：1技術 
• 実証段階：2技術 
• 普及段階：10技術 

100% 

4.3. 優先的な地域で上記 4.2の
技術に関するパイロット調査を

行う。 

• 実証段階の 2技術がパイロッ

ト調査段階。 
• 4技術が普及段階。 

50 • 開発された 13技術の内、10技術が複数県で導入さ

れている。 
100% 

4.4. 調査結果を関係者に共有す

る（国内・国外に対し）。報告

書を作成する。 

• 6ヶ月報告書に掲載している

ほか、各種イベントでの広

報、プロジェクトカレンダ

ーを通じての後方などが行

われている。 

50 • 公表は 6ヶ月毎の報告、全国会議、水フォーラ

ム、研修ワークショップ、広報紙、他組織の雑誌

で行った。 
 

100% 

成果 4平均 50%  100% 
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成果 5活動 中間レビュー時の進捗 中間 
達成度

最終結果 最終 
達成度 

5.1. 各県 UNABVIをセクター

長として、県レベル水審議会の

組織規則、名簿が作成される。 

• 組織規則、名簿は全県で作成

済み。 
100 • 同左。 100% 

5.2. 各県の UNASBVIが関係団

体の活動概要資料を作成・更新

し、活動を調整する。 

• 5県（タリハ、ラパス、ポト

シ、コチャバンバとチュキサ

カ）では関係団体の活動概要

資料を作成済み。 
• 活動調整は 3県（タリハ、ラ

パス、コチャバンバ）で行わ

れている。 
• 多くの県レベル水審議会はそ

の活性化が必要になってい

る。 

45 • 全県で関係団体の活動概要資料を作成・更新が行

われている。 
• 6県（コチャバンバ、タリハ、サンタクルス、ベ

ニ、ラパス、オルロ）の県政府は他の組織と調整

し、共に活動を進めている。パンド、チュキサ

カ、ポトシでは、不十分である。 

89% 

5.3. 定例会議が行われ、技術セ

ンターでの活動についての情報

交換を行う。 

• 国レベルの水審議会と ASVI
の全国水セミナーを合同開催

することで情報共有を行って

いる。県レベルの水審議会へ

の関与は今後の課題である。

•  

30 • 定例会議は開催され、情報交換も行われている。 100% 

成果 5平均 58%  96% 

活動達成度平均 55%  96% 
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添付資料 9: 成果の達成度詳細（西文ミニッツ Anexo19） 

 
成果 指標 成果 進捗(%) 

1. 技術セン

ターの強化 
1) 技術センターの活動が２県の年間活動計画（POA） に記

載。 
2) 計画、企画、予算の見直しの過程が技術センター事務局

で定着している。 
 

オルロについては POAに記載されている。サンタクルスについては、PROASUBの年間活動計画

の一部として記載されている。次年度は、技術センターとしての予算が明確となる予定。 
計画、企画、予算の見直しの過程は実施しているが、技術センターの各県間の連携に関する事務局

業務の実施能力は不十分である。 

100% 
 

60% 
 

成果１ 達成度 80% 

2.  研修シ

ステム強化 
1) 2つの技術センター事務局において毎年合計 24回の研

修・セミナーが実施されるようになる（1つの事務局に

おいて 12回） 
 
 
2) 研修用教材が作成されている（24回の研修に十分な内

容） 
 

2008年 5研修／2センター (オルロ 2、サンタクルス 3) 
2009年 32研修／2センター (オルロ 20、サンタクルス 12) 
2010年 22研修／2センター (オルロ 15、サンタクルス 7) 
2011年 23研修／2センター (オルロ 13、サンタクルス 10)（添付資料 15参照） 
 
18研修用教材を作成されている。 

100% 
 
 
 
 
 

100% 

成果２ 達成度 100% 
3. 市・村

落・水委員

会（CAPｙ
S）への支

援 

1) 県庁や市役所が村落を支援するための、必要人員が配置

されている（ベニ、パンド、コチャバンバについて） 
2) 各給水施設のデータベースが統一したフォーマットで作

成される。項目 水源、施設設置状況、給水施設の維持

管理状況、水質状況、生産的活動  
3) データを定期的に取りまとめた報告がある。 
 
 
4) 県と市で故障時対応の際の活動体制ができている。 
5) 故障時対応のマニュアルができている。 

1) ベニ、パンドで配置済み。コチャバンバでは遅れている。 
 
2) コチャバンバを除いて全県で各給水施設のデータベースが統一したフォーマットで作成されて

いる。また 定期的テータの更新・追加を行っている。 
 
3) コチャバンバを除いて全県でデータを定期的に取りまとめた報告が継続的にされている。生命

の水技術プロジェクトがボリビア国の地下水開発経験及び全県のデータを記載した物をドラフト

版を全県に紹介した。 
4) 8県と各市で故障時対応の際の活動体制ができている（コチャバンバを除く） 
5) 故障時対応の体制ができサービスを提供している。サンタクルスのみ国際標準 ISO9001-2000を

取得し、対応している。 
 

66% 
 

89% 
 
 
 

89% 
 
 

89% 
100% 

成果３ 達成度 86% 
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4. 調査研究

機能 (付属 
1) 少なくとも６つの新規技術開発のための調査研究が行わ

れる。 
2) 調査研究結果を共有するセミナーが実施される。 
 
3) 新しい技術を関係者が理解し、共有し、各地で適用する

ための資料や道具が作成される。 
 

1) 13技術での調査研究が行われその内 2つは研究段階を継続している、1つは実用化のためのパ

イロット調査（実証）段階、10技術は普及段階。 
2) 共有のため国内・国際フォーラム、他ドナー・NGO・大学・県庁・市町村においてのセミナー

50回以上が実施され、そこで 13技術が共有された。 
3) 上記の 13技術の研修に必要な資料・道具は作成済み。 

100% 
 

100% 
 

100% 

成果 4 達成度 100% 
5. 水審議会

の組織強化 
1) 9県で水審議会が設置される。 
2) 少なくとも７県で県レベル水審議会が強化され、関係者

団体の活動概要資料作成されている。 
3) 研修・調査研究についての情報交換が行われている。 
 

1) 9県で設置されている。 
2) 活動概要資料は全県で作成されている。 
3) 6県（チュキサカ、パンド、ポトシ以外）で水分野のイベントを通じて行われている。国レベル

水審議会を通じても情報交換されている。 

100% 
100% 
66% 

成果 5 達成度 88% 
PROMEDIO  TOTAL 90% 
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Or SC

バイオフィルタリング 2008年11月17～27日 チュキサカ
シニア海外ボランティア、

DACRH
タリハ県Yotala- Yamparaez
村落(22人）

1

手動掘削 2008年11月17～19日 タリハ JICA - ASVI 2 (オルロ) チュキサカ県庁技師(22人 1
手動掘削 2008年11月24～29日 パンド JICA - ASVI 2 (オルロ) パンド県、ベニ県及びUN 1
水利地質・物理探査セミナ2008年12月1～6 日 サンタクルス JICA - ASVI 2 (サンタクルス) 各UNASBVI技師(22人） 1

Descom-P研修 2008年12月4～5 日 サンタクルス JICA - ASVI 2 県庁職員（社会開発）

(22人）
1

合計 2 3

Or SC
CTオルロ

Jorge Lizarazu

国レベルの「水システム

の水理設計・計算とベー

スソフトウェアの作成」

2009年3月2 ～ 13 日 サンタクルス Winston Kanashiro. 40 1

各県2名
2009年4月14 ～ 28日 チュキサカ

2009年4月13 ～ 14日 タリハ

2009年3月17 ～ 31日 オルロ

CTオルロ

オルロUNASBVI

CTオルロ

オルロUNASBVI

CT オルロ 8名に対して研修を実施

JICA-ASVI 2 パンド – UNICEF

ROGHUR

CTサンタクルス

2009年5月20 ～ 28日 CT - オルロ

2009年9月29日～10月9日 JICA-ASVI 2

2009年9月31日溶接ワークショップ

手動掘削
チュキサカ

ポトシ
チュキサカとポトシ 2

ラパス、オルロ、ポ

トシ

JICA-ASVI 2 JICAボランティア

Shin Nakajima 10名 1

1

潜水式ポンプの設置と整

備
2009年8月19～20日 コチャバンバ 29名 1

各県計画通り実施

手動掘削 2009年7月14 ～ 24日 パンド

1

SEV地球物理とロギング 2009年7月22～24日 オルロ Y. Fukushima, J.Loza, R. ～arcón 17 名(オルロ、タリハ、

ラパス、ポトシ、AAPS) 1

フェロセメントタンクの

建設

ベニ県における手動井戸

掘削に関する研修
2009年6月19 ～ 26日 ベニ UNICEF含め12

ラパス、オルロ、ポ

トシ
JICA-ASVI 2 県に応じ、共同体の支援

として実施
3

PPP－TOP750深井戸掘削

機
サンタクルス PROASU - サンタクルス県庁 3

チュキサカ県における手

動井戸掘削に関する研修
2009年5月20 ～ 28日

実施CT 

淡水化機、手動ポンプ、

風力ポンプの組み立てと

原理

2009年1月25 ～ 29 日 オルロ 25 1

2009年年度1月～12月実施

研修ワークショップ 日付 研修場所 講師 研修対象・参加数

チュキサカ 5 1

添付資料10:　技術研修(ワークショップ）実施状況　　（西文ミニッツ　Anexo20)

2008年度実施

研修ワークショップ 日付 研修場所 講師 研修対象・参加数
実施CT 
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サンタクルス

タリハ

ポトシ

チュキサカ

ラパス

全国EPSAS

第三国の技術者

JICA-ASVI  2

CTオルロ

2009年10月 5 ～ 23日 トリニダ JICA-ASVI  2
2009年11月5～6日 オルロ ENERSOL

JICA-ASVI  2

VERGNET

2009年10月19日 チュキサカ JICA-ASVI  2

2009年11月 18 ～ 20 日 オルロ SATA

サンタクルス県 JICA-ASVI  2
Los Quemados共同体.
Municipio村

CTサンタクルス

CTオルロ

ソーラーポンプ 2009年12月8 ～ 23日 LaPaz県Manzanani共
同体, Patacamaya市 JICA-ASVI  2 県庁技術者 1

合計 20 12

Or SC

1

ラパス

2 Villa Anta共同体

Caquiaviri村

ラパス県 CT オルロ

3 José Manuel Pando共同

体Coro Coro村 DSByV- ラパス

3 高架式鉄筋セメントタン

クの建設
2010年3月15 ～ 19日 Santa Cruz県Manzana

連隊Cabezas村 CTサンタクルス
県庁と市町村役所の技術

者
1

4 水質分析機材の使用に関

する研修
2010年3月25～26日 トリニダ市Ibiato共同

体

JICA ASVI 2

LABAGUA

Beni県庁のUNASBVI技術

者
1

県庁技術者

5 地域住民

6 ソーラーポンプ 2010年4月7日 ～ 5月20 オルロ県Opokeri共同

体Corque村

CTオルロ

オルロUNASBVI

県庁技術者が市町村役所

技術者と受益住民に対し

て実施

1

6 Wara式ポンプ設置 2010年4月.17日
タリハ県Villa
Esperanza共同体,
Tarija市

CTオルロ
県庁と市町村役所の技術

者
1

CTオルロ

7 オルロUNASBVI
風力ポンプ 2010年5月17 ～ 22日 オルロ県Carbuyo共同

体Machacamarca村 CTオルロの新人技術者 1

鉄筋セメントタンクの建

設
2010年4月12 ～ 16日 タリハ県Monte Sud共

同体
CTオルロ 1

ソーラーポンプ 2010年 3月8日 ～ 4月24日 県庁、市町村役所の技術

者と地域住民
1

県庁技術者 1

ソーラーポンプ  3月2010年2月8  ～ 31日 CTオルロ
県庁と市町村役所の技術

者
1

ソーラーポンプ 2010年1月05 ～ 12日 ポトシ県Tres Cruces
共同体Puna村

JICA-ASVI 2
CTオルロ

1

2010年度1月～12月実施

テーマ 日付 研修場所 講師 参加者数
実施CT 

塔式フェロセメントタン

クの建設

2009年11月10日 ～
12月15日

県庁、市町村役所の技術

者と地域住民

1

風力ポンプ 県庁技術者 2

手動ポンプ(60m) 2009年10月19 ～ 21日 チャコ地方（Martillo
共同体Municipio村) 県庁技術者

1

ソーラーポンプ 県庁技術者 1 2

フェロセメントタンク 2009年10月19 ～ 29日 チュキサカ県チャコ

地方El S～vador 県庁技術者

9県で地球物理探査を実

施している技術者
2 3

無収水ワークショップ 2009年9月16 ～ 18日 EPSAS – ラパス 各県の参加者45名 1

地球物理：垂直電気探

査、二次元探査、地表地

震探査

2009年8月31日～ 10月22日 Suzuki Keiichi

溶接ワークショップ 2009年9月23 ～ 25日 オルロ

JICA-ASVI 2 JICAボランティア

Shin Nakajima/ René Ta5月 オル

ロUNASBVI

オルロ県庁とポトシ県庁

の人材11名 1
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8 電気検層調査 2010年7月.22日

タリハ県San Juan区
Bermejo市
井戸電気プロファイ

リング機材の使用

(McOhm-EL新品)

JICA  ASVI 2 　タリハ県庁技術者 1

9 物理探査調査 2010年7月.28日 ラパス県Jiwawi Chico
共同体Taraco村 JICA  ASVI 2 ラパス県庁技術者 1

10 JICA  ASVI 2

CT – サンタクルス

Dr. Winston Kanashiro

11 手動井戸掘削 2010年9月6 ～ 14日 Beni県San Borja、Gran
Chimanセンター

JICA-ASVI 2

CT- オルロ

市町村役所の技術者 1

12

13 無収水セミナー 9月2010年9 ～10 日 サンタクルス

SAGUAPAC JICA- ANESAPA - SAGUAPAC 各県より45名 1

14

ラパス県庁SEDEPPAR
15

県庁技術者

15 共同体住民

16 ダムワークショップ 2010年10月18 ～ 22日 サンタクルス、第三

国の技術者

JICA  ASVI 2

CT – サンタクルス

Dr. Winston Kanashiro

50 1

17

17
ラパス県庁SEDEPPAR

18
合計 15 7

Or SC
サンタクルス

ベニ（パンド）

タリハ

ポトシ

チュキサカ

ラパス

オルロ

風力ポンプ 2011年1月17日 ラパス県Agua Rica共
同体

JICA-ASVI  2
SATA 県庁技術者 1

組織に関するテーマ、プ

ロジェクト運営
2011年2月7日～8日 サンタクルス CT- サンタクルス パンド (UNASBVI) 1

実施CT 

地球物理：垂直電気探

査、二次元探査、地表地

震探査

2011年1月11日～3月22日 Suzuki Keiichi 8県で地球物理探査を行

う技術者
5 3

2011年1月～6月実施

テーマ 日付 研修場所 講師 参加者数

ラパス県Larancota共
同体Caquiaviri村

県庁技術者が地域住民に

対して研修を実施
1

鉄筋セメントタンクの建

設
2010年10月18 日～11月26日

鉄筋セメントタンクの建

設
2010年12月6 ～ 17日

オルロ県Chusaqueri共
同体オルロ市

CT-オルロ

CT サンタクルス

Wara式ポンプ設置 2010年11月29～30日 タリハ県Monte Centro
共同体タリハ市

UNASBA Tarija 県庁技術者が地域住民に

対して研修を実施
1

県庁技術者が地域住民に

対して研修を実施
1

1

鉄筋セメントタンクの建

設
2010年10月4 ～ 15日 ラパス県Colina Blanca

共同体Viacha市
県庁技術者が地域住民に

対して研修を実施
1

過振りフェロセメントタ

ンク
2010年10月11 日 ～ 11月5日 ベニ県Ibiato共同体

県庁技術者が地域住民に

対して研修を実施
1

ソーラーポンプ 2010年9月10 ～ 16日

鉄筋セメントタンクの建

設
2010年9月13 ～ 22日 オルロ県Jukumari共

同体Toledo村 CT オルロ

サンタクルス、第三

国の技術者
50

チュキサカ県Madona
区

CT オルロ 県庁技術者 1

1水システムび設計と計算 2010年8月9 ～ 13 日
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組織に関するテーマ、プ

ロジェクト運営
2011年3月22日～24日 チュキサカ CT - オルロ チュキサカ県庁 1

CIMAS-SISの構成、組織に

関するテーマ
2011年3月31日 オルロ県Pazña村 CT - オルロ 村役所技術者 1

組織に関するテーマ、プ

ロジェクト運営。

予算費目別の運用方法

2011年4月12日 ポトシ CT - オルロ ポトシ県庁職員(UNASBA) 1

CIMAS‐SIS実施に関する

第2回研修

運転と整備（基礎配管工

事）

2011年5月4日 オルロ県Pazña村 CT - オルロ

村内CAPyS代表者と村役

所技術者、その他高官計

29名
1

市町村役所技術者に対す

る

水・基礎衛生情報収集に

関する研修

2011年5月4日～10日
サンタクルス渓谷地

帯、11市町村の各共

同体

CT - サンタクルス

フォーム記入に関して広

く研修を実施。技術者に

対して各様式記入のため

に必要な知識の習得に関

する技術の研修を実施

6

フェロセメントタンクに

関する研修
2011年5月6日～13日 チュキサカ県Tomina CT -　オルロ

チュキサカ県庁ASVI、
Tomina村役所技術者、

Potreros共同体の受益住

民

1

オルロ県Pazña村第3回
CIMAS研修ワークショッ

プ

2011年6月8日 オルロ県Pazña村 CT- オルロ

水委員会の代表者、ある

いは共同体の飲用水シス

テム管理担当者、市町村

役所の技術者、SEDESの
職員計17名

1

溶接、Wara式手動ポンプ

の設置・製造。
2011年6月14日～18日 タリハ CT - オルロ

タリハ、ポトシ、パン

ド、チュキサカの各県庁

技術者

1

合計 13 10

基礎CT 2008年 2009年年 2010年  2011年1月～6月

西部CT - Occidente 2 20 15 13

東部Oriente 3 12 7 10

研修回数 5 32 22 23

合計 82回
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名称 内容 配布対象・使用法

行政レベル：国、県、市町村

地域共同体とCAPyS
各研修レベルでセクターの社会戦略を普及

するために使用。

2009年12月、MMAyAの要請に応じて資料2000
部を再度印刷

“衛生環境教育" 市町村役所、地域共同体、CAPyS.
健康と安全な水 研修用

再印刷実施

“衛生環境教育" 市町村役所、地域共同体、CAPyS.
水を知る 研修用

再印刷実施

地域共同体、CAPyS.
研修用

再印刷実施

地域共同体、CAPyS.
研修用

全国 PRODASUB- ASVI JICAビデオ PRODASUBとASVIのプロジェクト範囲説明. 国家、県、分野組織、協力機関

手動井戸掘削の研修ビデオ 深々度掘削、手動掘削の手順説明 手動掘削のビデオが用意されている

基礎衛生プログラム技術者、研修員、スー

パバイザー、地域高官、ASVI-JICAの受益者

に向けられた手動井戸掘削マニュアル

2010年1月（2000部）

プロジェクト広報紙 JICA- ASVI 2プロジェクトの成果と範囲
全レベルへの普及を目的に、3ヶ月前に発行。

2011年3月までに11紙発行

CD、情報システム、地下水源

データ (SIJAFAS) 9県地下水情報のシステム化 9県の県レベル水・基礎衛生分野当局

国家、県、分野組織、協力機関

学校、子供への研修

(現在まで18000枚のシールを需要に応じて印

刷

都市降水排水システム設計の技術

規則

国家技術規則の目標：マイクロ排水とマクロ排水から成る都市降

水排水システムの設計ならびに建設を統御し、ボリビア国民の生

活水準を向上させる。

2010年8月、環境水資源省の支援として500部
印刷

フェロセメントタンク建設の六つ

折パンフレット
フェロセメント建設の詳細手順

国家、県、分野組織、協力機関。基礎衛生

プログラム技術者、研修員、スーパバイ

ザー、地域高官、ASVI‐JICAの受益者に向

けられる。（1000部）

基礎衛生プログラム技術者、研修員、スー

パバイザー、地域高官、ASVI‐JICAの受益

者に向けられる代替技術マニュアル。

2010年10月（1000部）

ボリビア基準512
NB 512 と国家規則

この基準の目的は、供給される飲用水の水質を決定する各指標の

最高許容値と、実施・管理方法の設定である。

「国家飲用水水質管理規則」はJICAも参加した技術委員会によっ

て検討された。

2010年12月、環境水資源省の支援として1000
部印刷

国家、県、分野組織、協力機関

学校、子供への研修

(2011年度の合理的な身渦利用キャンペーン

に向け、現在まで2000枚が印刷された

添付資料11: 　ASVI2で作成した研修資料一覧　　（西文ミニッツAnexo21）

水の合理的利用に関するシール 節水のメッセージをこめた合理的な水利用のキャンペーン

人口1万人以下の村落に向けた地

域生産開発モデルと水・基礎衛生

プロジェクトガイド

人口1万人以下の村落に向けた地域生産開発モデルと水・基礎衛生

プロジェクトガイド

身体衛生と水の安全な利用に関する内容

水の合理的な利用

運営 水料金管理のための簡単な会計処理

基礎配管工事 簡単な水システム設置と一次整備

フェロセメントタンクマニュアル コスト付詳細フェロセメント建設マニュアル

手動井戸掘削ガイド
手動井戸掘削機の部品、技術、掘削準備段階、掘削後の段階と手

動ポンプの導入の詳細手順

手洗いシール 手の正しい洗い方

添付資料11
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実施時期

県
共同体
市町村

生産的活動 参加世帯数

7月
県: サンタクルス

共同体: Los Cusis
市町村: Ascención de Guarayos

「肉食品の製造・保存」 162

8月
県: サンタクルス

共同体: Santa Maria
市町村: Ascención de Guarayos

「果物野菜の製造・保存」 80

11月
県: ラパス

共同体: Jancko Marca Sirpa
市町村: Coro Coro

日干しレンガ・セメント床を用いた「水委員会持続のためのソーラーテン

ト、苗床の建設とソーラーテント1基の復旧」
60

県: ラパス

共同体: Cosmini
市町村: Calamarca

「野菜生産のための温室建設」

2009年度に向け、学校用温室の付加を検討
75

県: ポトシ

共同体: Suquicha
市町村: Puna

「Suquicha共同体におけるパン生産」 30

県: ラパス

共同体: Finaya - khunu Khunu
市町村: Calamarca

温室建設と食用モルモット飼育　　Finaya安全な水と衛生委員会

（CASISFI） 80

県: オルロ

共同体: Cari Cari
市町村: Toledo

混合利用に向けた、収穫支援のためのフェロセメントタンク建設 30

県: ポトシ

共同体: Killipiza
市町村: Puna

温室の花栽培 15

県: ラパス

共同体: Chocorosi
市町村: Calamarca

総合プロジェクト

Chocorosi共同体にて水汲み場7箇所建設。
140

県: サンタクルス

共同体: Agua Brava
市町村: Cabezas (Chaco Cruceño)

養蜂生産プロジェクト

Aguijónにおけるミツバチの運用と飼育
15

県: ラパス

共同体: Agua Rica
市町村: Calacoto

「Agua　Rica共同体水委員会持続のための野菜生産温室複合体と食用ウサギの
飼育」

97

県: ポトシ

共同体: Ckochas
市町村: Puna

地方女性のための衣類生産プロジェクト 25

県: サンタクルス

共同体: San Antonio (Zona Santa Rosa)
市町村: San Ignacio de Velasco

San Antonio共同体Santa Rosa区バーベキュー用鶏の生産 14

県: ラパス

共同体: Sora Lupirana
市町村: Calacoto

水汲み場建設の総合プロジェクト 45

県: オルロ

共同体: Villa Pata
市町村: Caracollo

パン・菓子生産と母親クラブ 50

県: サンタクルス

共同体: Alta Vista y San Luisito
市町村: San Ignacio

San Ignacio村のための繊物工場 20

県: チュキサカ

共同体: Sonckó Chipa
市町村: Oropeza

衣類生産 60

県: ラパス

共同体: Culli Culli Alto
市町村: Sica Sica

水委員会持続のための、アルファルファ生産における移動式散水機を用いたマ
イクロ灌漑の生産水流パイロットプロジェクト

120

県: ポトシ

共同体: Yayani
市町村: Puna

桃の乾燥 30

県: サンタクルス

共同体: Empinados
市町村: Samaipata

養蜂 30

県: チュキサカ

共同体: Estación Machareti (Guadalupe)
市町村: Machareti (Yamparaez)

Guadalupe共同体における織物工房の設置 50

2月

4月

添付資料12：　ASVI2で実施した生産的活動の実施状況　　（西文ミニッツAnexo24）

3月

2008年7月～12月「ASVI 2」（生命の水プロジェクト・フェイズ2開始）Julio 2008 a Diciembre 2008  “ASVI 2” (Inicio Agua es Salud y Vida Fase 2)

2009年

12月

1月

5月
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県: ラパス

共同体: Culli Culli Bajo
市町村: Sica Sica

水委員会持続のための、散水マイクロ灌漑パイロットプロジェクト 120

県: ポトシ

共同体: San Lorenzo
市町村: Puna

乾燥に向けられる桃の生産 40

県: ベニ

共同体: Santa Rosa
市町村: Santa Rosa

Santa Rosa共同体におけるユッカとバナナの生産 31

県: サンタクルス

共同体: Cruz del Norte
市町村: San Rafael de Velasco

魚の再養殖に向ける回転資金 20

県: サンタクルス

共同体: Ramada Quemada
市町村: San Miguel de Velasco

挽きサトウキビとその副産物生産に向ける回転資金 15

県: チュキサカ

共同体: Ferroviario
市町村: Tarabuco

Estación Machareti "Ferroviario"共同体における織物・刺繍工房設置 60

県: オルロ

共同体: Romero Pampa
市町村: Esmeralda

Litoral de Atacama郡Esmeralda村Romero Pampa共同体における温室の建設 15

県: ポトシ

共同体: Molle Huayco
市町村: Betanzos

マイクロ灌漑下での農業生産プロジェクト 200

県: サンタクルス

共同体: Cotoca
市町村: San Miguel de Velasco

チキタナ衣類の生産 10

県: ベニ

共同体: Puerto San Borja
市町村: San Ignacio

Puerto San Borja共同体の農作物生産量増加に向けた支援 40

県: チュキサカ

共同体: Cienega
市町村: Tarabuco

ジャガイモ生産 60

県: オルロ

共同体: Rosapata
市町村: Santiago de Andamarca

Rosapata母親クラブパン工房プロジェクト 50

県: ポトシ

共同体: Machacollo
市町村: Caiza - D

脱穀トウモロコシ生産プロセス 35

県: サンタクルス

共同体: Miraflores
市町村:  San Rafael de Velasco

Miraflores共同体における住民パン工房設置のプロジェクト 52

県: ラパス

共同体: Milla Milla
市町村: Sica Sica

ソーラーテント2基の建設と、ニンジンやトマトの生産における散水マイク

ロ灌漑の導入
60

県: サンタクルス

共同体: Santa Ana
市町村: San Ignacio de Velasco

チキタナ衣類生産 17

県: ベニ

共同体: Pantanal
市町村: Trinidad

Pantanal区パン工房 25

県: チュキサカ

共同体: Sajlina Alta y Baja
市町村: Culpina

パン工房設置 30

県: オルロ

共同体: Charcollo
市町村: Esmeralda

Charcollo共同体のパン・菓子生産 50

県: ポトシ

共同体: Santa Rosa de Belén
市町村: Puna

Santa Rosa de Belén共同体のパン工房プロジェクト 45

県: サンタクルス

共同体: Villa Cruz
市町村: San Miguel de Velasco

Villa Cruz共同体の住民パン工房 10

県: ラパス

共同体: Cuno Cuno
市町村: Sica Sica

Cuno Cuno共同体安全な水委員会持続のための、散水式灌漑を用いた野菜生

産
60

県: チュキサカ

共同体: Pampa Yampara
市町村: Yamparaez

ポリェーラ工房の設置 97

県: サンタクルス

共同体: San Josema
市町村: San Ignacio de Velasco

San Josema住民パン工房 40

9月

6月

7月

8月

添付資料12
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県: オルロ

共同体: Payacollo
市町村: Santiago de Andamarca

Payacolloパン・菓子工房 50

県: ベニ

共同体: Barrio 20 de Agosto
市町村: Trinidad

Barrio 20 De Agostoパン工房プロジェクト 30

県: サンタクルス

共同体: La Senda
市町村: San Javier de Ñuflo de Chavez

精米機導入 240

県: ラパス

共同体: Copa Marca
市町村: Calamarca

安全な水委員会持続のための、点滴灌漑を用いた野菜生産。 150

県: チュキサカ

共同体: Panamericano
市町村: Villa Abecia

Panamericano共同体におけるスポーツ衣類工房 76

県: タリハ

共同体: Yesera Sud
市町村: タリハ

ミミズ堆肥生産 30

県: サンタクルス

共同体: San Andrés
市町村: Ascensión de Guarayos

米副産物生産への支援 30

県: ラパス

共同体: Gral. José Manuel パンド

市町村: Coro Coro
Gral. José Manuel パンド村落の水委員会持続のための住民向けパン生産 6

県: チュキサカ

共同体: Azarí Baja
市町村: Sucre Distrito 6

Azari Baja共同体のパン工房設置 65

県: ポトシ

共同体: Ckocha Pata (Ckochas 1)
市町村: Puna

シャワー設置 100

県: サンタクルス

共同体: Santa Anita
市町村: San Antonio de Lomerio

羊毛生産のための羊飼育 20

県: ラパス

共同体: Manzanani
市町村: Patacamaya

野菜生産のための温室2箇所建設 36

県: チュキサカ

共同体:Tomina
市町村: Tomina

パン工房設置 65

県: オルロ

共同体: Ancorcaya
市町村: Santiago de Andamarca

Ancorcayaパン・菓子工房 50

実施時期

県
共同体
市町村

生産的活動 参加世帯数

1月
県: サンタクルス

共同体: Hierba Buena Civil
市町村: Quirusillas

卵肉両用鶏を導入した養鶏運営と生産量向上を通したHierba Buena Civil共同

体小規模生産者の生活水準改善
56

県: サンタクルス

共同体: Monterito
市町村: San Antonio de Lomerio

Monterito共同体の畜産 60

県: オルロ

共同体: San Martín
市町村: Salinas de García y Mendoza

パン・菓子工房 60

県: ラパス

共同体: Lukiamaya
市町村: Umala

Lukiamaya (Casysco)共同体安全な水委員会の、タマネギ苗生産のための温室

建設
35

県: ラパス

共同体: Colina Blanca
市町村: Viacha

乳牛向け飼料収穫のための刈り取り機 80

県: サンタクルス

共同体:  Palmira
市町村: San Antonio de Lomerio

牛生産 80

県: ポトシ

共同体: Villa el Carmen
市町村: Betanzos

衣類生産 32

県: サンタクルス

共同体:  San Antonio de Lomerio
市町村: San Antonio de Lomerio

畜産 60

県: オルロ

共同体: Antequera, Surumi, Quea Queani
Chico y Grande  y Huacuyo.
市町村: Antequera

Antequera温室 280

2010年

2月

12月

11月

3月

4月

10月
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県: サンタクルス

共同体: Chacatial
市町村: Samaipata

畜産 25

県: ラパス

共同体: Jihuahui Chico
市町村: Taraco

水委員会持続のためのパン生産 75

県: ポトシ

共同体: Kepallo
市町村: Puna

パン工房プロジェクト 25

県: ラパス

共同体: Villa Anta
市町村: Caquiaviri

ソーラーテント修理 30

県: オルロ

共同体: Kholpaña Sora
市町村: Machacamarca

パン・菓子工房 187

県: サンタクルス

共同体: Sañonama
市町村: San Ignacio de Velasco

住民パン工房 15

県: ラパス

共同体: Pacharía
市町村: Ancoraimes

Pacharía住民のためのパン生産 110

県: オルロ

共同体: Challacruz
市町村: Toledo

パン工房プロジェクト 15

県: サンタクルス

共同体: Clara San Pedro
市町村: Cotoca

養魚プロジェクト 14

県: サンタクルス

共同体: Santa María Yotau
市町村: El Puente

Cusi YotauYandi Wguaguasuti Yotau の油採取・生産 40

県: オルロ

共同体: Untavi
市町村: Toledo

パン・菓子工房 22

県: サンタクルス

共同体: San Josema
市町村: San Rafael de Velasco

 サトウキビ汁と副産物の加工 10

県: サンタクルス

共同体: Tarope
市町村: Colpa Bélgica

畜産 20

県: ベニ

共同体: Nuevo Amanecer
市町村: San Andrés

ベニ県Marban郡におけるバナナの生産量と生産効率の向上支援 30

県: オルロ

共同体: Sacaquillacas
市町村: Challapata

飼料収穫のための刈り取り機 50

県: サンタクルス

共同体: Curichi
市町村: Cabezas

牛飼育 40

県: サンタクルス

共同体: Tarope
市町村: Cotoca

養魚プロジェクト 20

県: サンタクルス

共同体: Yaguara
市町村: Urubicha

共同体大工工房 50

県: サンタクルス

共同体: Tunalito
市町村: Cabezas

畜産 57

県: オルロ

共同体: Laca Laca
市町村: Corque

パン工房 40

県: ラパス

共同体: Wila Cota
市町村: Mecapaca

ソーラーテント 91

県: チュキサカ

共同体: Sorojchi
市町村: Yamparáez

パン工房 32

県: ポトシ

共同体: Vilcuyo
市町村: Puna

衣類生産 23

6月

5月

7月

8月

9月

10月
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県: サンタクルス

共同体: Campanero
市町村: Cotoca

養魚プロジェクト 30

県: サンタクルス

共同体: Luquillas
市町村: Porongo

養蜂プロジェクトの導入 30

県: サンタクルス

共同体: Aratical
市町村: Lagunillas

羊毛用の羊飼育 20

県: オルロ

共同体: San Pedro de Condo
市町村: Huari

刈り取り機 233

県: ラパス

共同体: Kasillunka
市町村: Caquiaviri

水委員会持続のためのパン工房設置 30

県: チュキサカ

共同体: San Isidro de Anfaya
市町村: Yotala

スポーツ衣類生産 45

県: チュキサカ

共同体: Molle Punku
市町村: Yamparaez

繊維工房設置 60

県: ポトシ

共同体: Salitral
市町村: Caiza- D

温室を用いた野菜と花の生産 45

県: ポトシ

共同体: Hornos
市町村: Caiza- D

パン工房 18

県: サンタクルス

共同体: Potrero san Rafael
市町村: Buena Vista

乳用畜産 30

県: サンタクルス

共同体:  Las Abritas
市町村: Portachuelo

畜産 20

県: サンタクルス

共同体: Pozo Colorao
市町村: Porongo

大工工房 25

県: サンタクルス

共同体: Barrios 24 de diciembre, La Misión
y 27 de mayo
市町村: Ascensión de Guarayos

（緊急）住民パン工房 25

県: ラパス

共同体: Villa Pucara
市町村: Sica Sica

水委員会持続のためのパン工房設置 32

県: チュキサカ

共同体: Siguayo
市町村: Yotala

繊維工房の設置 35

実施時期

県
共同体
市町村

生産的活動 参加世帯数

県: サンタクルス

共同体: Chata
市町村: Portachuelo

畜産 28

県: サンタクルス

共同体: Capirenda
市町村: Cuevo

畜産 24

県: サンタクルス

共同体: Kuruyuki
市町村: Boyuibe

畜産 35

県: サンタクルス

共同体: San Martín
市町村: Minero

サトウキビと副産物の工業化 23

県: ラパス

共同体: Chucanaqui
市町村: Caquiaviri

Pueblo de Chucanaqui共同体水委員会持続のためのパン生産 70

2月

2011年度

1月

12月

11月

添付資料12
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県: サンタクルス

共同体: Tartagalito
市町村: Cuevo

養豚 38

県: サンタクルス

共同体: Yasitata
市町村: Charagua

羊毛用の羊飼育 20

県: サンタクルス

共同体: Anamal
市町村: 共同体arapa

卵肉両用の養鶏 30

県: ベニ

共同体: Peroto
市町村: San Andrés

サトウキビ汁と副産物の加工 80

県: ベニ

共同体: Naranjito
市町村: San Andrés

養魚プロジェクト 30

県: サンタクルス

共同体: Angostura
市町村: Trigal

Provincia Vallegrande郡畜産プロジェクト 20

県: サンタクルス

共同体: Jorochito
市町村: El Torno

養魚プロジェクトの導入 40

県: サンタクルス

共同体: Yobatitindi
市町村: Camiri

羊毛用の羊飼育 48

県: チュキサカ

共同体: Loma Grande
市町村: Sucre D-6

パン工房の設置 45

県: ラパス

共同体: Laramcota
市町村: Caquiaviri

水委員会の持続のために、アルパカとリャマの気に基づいた繊維類の生産 25

県: サンタクルス

共同体: San Joaquin
市町村: La Guardía

養豚 21

県: サンタクルス

共同体: San Luis
市町村: Urubicha

Yaguaru村落グアラヤ衣類生産 21

県: サンタクルス

共同体: Ipatimiri
市町村: Lagunillas

羊毛用の羊飼育 25

県: サンタクルス

共同体: Las piedritas
市町村: San Matías

畜産 16

県: チュキサカ

共同体: Aruni
市町村: Sucre D-6

地方の女性向け衣類の現地生産（ポリェーラ、ブラウス） 40

県: チュキサカ

共同体: Llinfi
市町村: Sucre D-6

繊維工房の設置 45

県: ラパス

共同体: Parina arriba
市町村: Jesús de Machaca

野菜とアルファルファ栽培のための温室2箇所建設 25

県: サンタクルス

共同体: Kuruguakua
市町村: Gutierrez

養豚 20

県: サンタクルス

共同体: Dolores
市町村: San José

畜産 20

県: サンタクルス

共同体: Mosquera
市町村: PostrerValle

サトウキビと副産物の工業化 80

県: サンタクルス

共同体: Saipuru
市町村: Charagua

畜産 53

県: タリハ

共同体: Colón Norte
市町村: Uriondo

住民パン工房 10

5月

6月

3月

4月

2008年6月～2011年7月までの生産的活動合計：133
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24%

17%
10%

31%

13%

4% 1%

県別生産イニシアチブ受益者の比率（％）

2008年6月～2011年6月

ラパス オルロ ポトシ サンタクルス チュキサカ ベニ タリハ

18%

11%

11%
41%

12%
5%

2%

県別生産イニシアチブの県別実施比率（％）

2008年6月～2011年6月

ラパス オルロ ポトシ サンタクルス チュキサカ ベニ タリハ
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段階 名称 実施・開発期間 場所 実施者

1 研究 日光淡水化 研究期間1年 オルロ CTオルロ- ASVI 2

2 研究 天日ドライバス 1ヶ月 オルロ CTオルロ- ASVI 2

3 検証 バイオ・フィルタリング 3ヶ月

サンタクルス

チュキサカ

ベニ

CTサンタクルス

ASVI 2
ベニUNASBVI

4 普及 便器用節水システム（省エネ節約器具） 3ヶ月 オルロ 全国CT - ASVI 2

5 普及 非常用便所 3ヶ月
サンタクルス CTサンタクルス

ASVI 2

6 普及 塔型フェロセメントタンク 2ヶ月
サンタクルス

オルロ

CTサンタクルス

ASVI 2

7 普及 フェロセメントタンク 1ヶ月
オルロ、ラパス、チュキサ

カ、ポトシ、タリハ、ベニ
CTオルロASVI 2

8 普及 風力ポンプ 2ヶ月 オルロ、チュキサカ 全国CT- ASVI 2

9 普及 ポンプと太陽発電パネル 1ヶ月
ラパス、ベニ、オルロ、ポ

トシ、チュキサカ
全国CT - ASVI 2

10 普及 手動掘削機の改良 1年 オルロ、ラパス
CTオルロ - ASVI

2

11 普及 手動水ポンプ 1週間

ラパス、オルロ、ポトシ、

タリハ、チュキサカ、ベ

ニ、パンド。

CTオルロ- ASVI 2
ラパス

SEDEPPAR

12 普及 鉄・マンガン除去 1ヶ月 ラパス

José María Huanca
Figueroa氏  (独立

コンサル）

13 普及 Parshall計測器 1週間 サンタクルス
CTサンタクルス

ASVI 2

普及 10
検証 1
研究 2
合計 13

技術開発段階

添付資料13: 適正技術の開発状況　　（西文ミニッツAnexo26）
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添付資料14:　プロジェクト目標達成度　　（西文ミニッツAnexo27）

指標 県名 目標値 実績 結果
サンタクルス 176 409 232%
チュキサカ 56 59 105%
タリハ 40 73 183%
オルロ 40 43 108%
ポトシ 64 31 48%
ラパス 64 118 184%
ベニ 36 13 36%
パンド 18 8 44%
コチャバンバ 18 0 0%
サンタクルス 158 425 269%
チュキサカ 50 50 100%
タリハ 36 40 111%
オルロ 36 35 97%
ポトシ 58 57 98%
ラパス 58 48 83%
ベニ 32 18 56%
パンド 16 10 63%
コチャバンバ 16 0 0%

3）給水率100％の市・郡の数
サンタクルス

100%
(15)

98%
(3)

サンタクルス 256,511 269,214 105%
チュキサカ 11,162 42,000 376%
タリハ 19,761 15,892 80%
オルロ 3,475 31,710 913%
ポトシ 18,919 29,169 154%
ラパス 11,127 49,676 446%
ベニ 13,724 22,652 165%
パンド 3,019 3,276 109%
コチャバンバ 13,303 0 0%

5）1998－2011年に掘削済みの生
産井のうち機能している井戸の割
合（給水施設設置済み井戸数／
生産井の数＞90％）

90.0% 82.4%

6）　2008-2011年の毎年の生産的
活動の数

133
中間レビュー時のPDM見直し
において、目標値を設定しな
いこととなった。

4）2011年までの裨益人口数

2）各県の給水施設設置済みの井
戸の数

1）県の生産井の数
(2008-2011)

添付資料14

A14-1



別添資料 15-1 　日本の協力（無償資金協力を含む）によって掘削された井戸数（深井戸）　　（西文ミニッツAnexo28-1）

無償資金協力
フェーズ

県 サンタクルス チュキサカ タリハ オルロ ラパス ポトシ ベニ パンド 8 県
井戸掘削数 24 24 48
うち生産井数 24 21 45
うち給水施設建設済数 24 21 45
給水人口 10,630 9,515 20,145
井戸掘削数 27 10 37
うち生産井数 27 7 34
うち給水施設建設済数 27 7 34
給水人口 24,314 5,116 29,430
井戸掘削数 36 18 9 12 75
うち生産井数 33 14 8 8 63
うち給水施設建設済数 33 14 8 8 63
給水人口 26,847 10,064 4,780 7,137 48,828
井戸掘削数 30 25 15 13 83
うち生産井数 27 20 11 11 69
うち給水施設建設済数 27 20 11 7 65
給水人口 23,817 8,810 4,289 7,442 44,358
井戸掘削数 32 8 11 11 62
うち生産井数 26 7 10 11 54
うち給水施設建設済数 26 7 10 7 50
給水人口 32,903 3,741 3,954 2,045 42,643
井戸掘削数 50 11 12 15 88
うち生産井数 43 9 11 14 77
うち給水施設建設済数 43 9 11 11 74
給水人口 77,268 2,014 4,856 2,559 86,697
井戸掘削数 53 13 8 15 6 6 101
うち生産井数 44 12 7 14 5 6 88
うち給水施設建設済数 44 12 7 11 5 6 85
給水人口 67,876 6,920 4,350 2,120 2,468 3,192 86,926
井戸掘削数 91 19 11 14 24 20 179
うち生産井数 78 15 9 12 19 17 150
うち給水施設建設済数 78 15 9 8 19 15 144
給水人口 70,900 5,543 4,004 8,670 12,607 9,556 111,280
井戸掘削数 115 13 13 18 20 18 197
うち生産井数 115 9 13 13 17 18 185
うち給水施設建設済数 115 5 13 5 17 14 169
給水人口 141,719 3,010 23,236 842 6,947 3,927 179,681
井戸掘削数 125 16 13 15 27 18 214
うち生産井数 110 12 11 9 22 18 182
うち給水施設建設済数 110 12 11 4 22 15 174
給水人口 204,227 3,749 21,935 7,000 13,940 28,798 279,649
井戸掘削数 120 23 10 18 18 14 2 3 208
うち生産井数 115 15 9 15 15 12 2 3 186
うち給水施設建設済数 115 7 8 1 12 3 2 3 151
給水人口 82,940 2,830 4,171 561 2,908 266 1,050 820 95,546
井戸掘削数 158 25 40 16 31 8 5 5 288
うち生産井数 152 19 39 15 27 8 5 5 270
うち給水施設建設済数 152 6 20 6 10 0 5 5 204
給水人口 218,055 2,380 10,840 10,050 1,908 0 12,197 820 256,250
井戸掘削数 117 24 32 11 66 6 4 0 260
うち生産井数 112 17 25 10 60 6 4 0 234
うち給水施設建設済数 101 4 7 3 12 0 3 2 132
給水人口 60,347 1,230 3,794 10,220 1,629 0 8,605 800 86,625
井戸掘削数 33 14 17 5 19 6 2 0 96
うち生産井数 30 12 5 3 16 5 2 0 73
うち給水施設建設済数 6 2 0 1 0 6 2 2 19
給水人口 12,489 680 0 10,000 0 13,225 905 1,000 38,299
井戸掘削数 1,011 243 191 163 211 96 13 8 1,936
うち生産井数 936 189 158 135 181 90 13 8 1,710
うち給水施設建設済数 901 141 115 72 97 59 12 12 1,409
給水人口 1,054,332 65,602 90,209 68,646 42,406 58,964 22,757 3,440 1,406,357
** 表流水の水源も考慮されている。

20
01

20
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20
03

合
計

19
98
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年度 内容 サンタクルス チュキサカ タリハ オルロ ラパス ポトシ ベニ パンド 計

井戸掘削数 500 14 514
うち生産井数 500 14 514
うち給水施設建設済数 500 14 514
給水人口 2,500 395 2,895
井戸掘削数 2 571 15 588
うち生産井数 2 571 15 588
うち給水施設建設済数 0 571 15 586
給水人口 0 2,855 222 3,077
井戸掘削数 0 6 500 20 0 526
うち生産井数 0 4 500 18 0 522
うち給水施設建設済数 0 4 500 18 0 522
給水人口 0 290 2,343 335 0 2,968
井戸掘削数 0 2 1 260 34 2 3 1 303
うち生産井数 0 2 1 260 32 2 1 1 299
うち給水施設建設済数 0 2 1 260 32 2 1 1 299
給水人口 0 60 150 1,300 595 125 30 250 2,510
井戸掘削数 0 0 2 0 14 0 5 0 21
うち生産井数 0 0 2 0 14 0 5 0 21
うち給水施設建設済数 0 0 2 0 14 0 5 0 21
給水人口 0 0 130 0 300 0 500 0 930
井戸掘削数 0 0 1 0 3 0 2 0 6
うち生産井数 0 0 1 0 3 0 2 0 6
うち給水施設建設済数 0 0 1 0 3 0 2 0 6
給水人口 0 0 60 0 45 0 200 0 305
井戸掘削数 2 2 10 1,831 100 2 10 1 1,958
うち生産井数 2 2 8 1,831 96 2 8 1 1,950
うち給水施設建設済数 0 2 8 1,831 96 2 8 1 1,948
給水人口 0 60 630 8,998 1,892 125 730 250 12,685

別添資料 15-2 　日本の協力によって掘削された井戸数（浅井戸）　　（西文ミニッツAnexo28-2）
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添付資料 16 中央政府レベル・県レベルの政策一覧 

 

• ボリビア側政策面 

2008年以前の憲法においても、2009年2月に施行された新憲法においても、飲料水供給は優先事項に位置

付けられている。特に2009年2月に実行の新憲法においては、安全な飲料水へのアクセス権を人権として

規定している。中央政府における責任機関は上水・基礎衛生次官室であり、2009年2月7日付政令

D.S.29894第96条において、国レベルで上水道・基礎衛生の総合的プログラムを実施することがその機能

とされている。最近の中央政府の方針として全国で100本の井戸を掘削するための財政支援を行っており

(「エボ・クンプレ（Evo Cumple）プログラム」、ラパス県）、また、ボ側政府により、2011年には「Mi 

Agua」プログラムが実施され、2012年度も継続して実施されることが予定されるなど、引き続き、同分

野の支援は続けられることから現政権が地方給水を優先付けていることがわかる。 

その後、基礎衛生開発セクター計画（2011年～2015年）を発表し、ここでは2015年度の給水目標が提示

されている(表：年度別全国給水率)。 

表：年度別全国給水率 

内容 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 * 2015 

給水率 72.00% 72.00% 72.00% 72.30% 71.70% 74.10% 74.40% 74.60% 74.70% 75.2% 78.5%

都市部 87.60% 87.10% 86.40% 86.40% 84.50% 87.30% 87.50% 87.10% 87.10% 88.0%

地方部 46.00% 46.00% 48.00% 48.00% 51.40% 49.80% 50.30% 50.80% 50.60% 52.0%

増加率   0.00% 0.00% 0.30% -0.60% 2.40% 0.40% 0.20% 0.10% 0.5% (3.8%)

給水人口 6,209,473 6,353,096 6,497,944 6,670,767 6,759,316 7,129,054 7,316,367 7,482,135 7,639,792 7,840,469 8,957,361

 

表 15.- 上水及び基礎衛生の目標（表番号は基礎衛生開発セクター計画のもの） 

内容 

2001 年基礎衛生アク

セス人口数 

上下水道サービス率 2007 – 2015 年の間に想定される水下水

アクセス増加人口 
下水首里

所 
水 衛生（下水道） 水 衛生（下水道） 

(人) (%) (%) (人) (人) 水からの% 

都市部集計 7.692.814 95 79 1.692.620 2.671.732 2.581.657

地方部 3.720.249 80 80 1.244.365 1.718.939

全国 11.413.063 90 80 2.936.985 4.390.671 2.581.657

Fuente: INE データから独自作成: センサス 1992 y 2001; 環境・水資源省, ミレニアム開発目標予測 

 

次に目的の実現のために基礎衛生アクセス人口を示す。 

表 16.- 2015 年目標人口・率 

内容 人口 

率 
2007 – 2015年の間に想定される水下水アクセス増加

人口 

水 衛生 水 衛生 下水処理所 

大都市部 5.192.232 95% 80% 1.159.697 1.931.223 2.243.030

都市部 1.441.628 95% 80% 313.875 334.082 29.203

中都市部 438.537 95% 75% 75.983 135.769 34.038

小都市 620.417 90% 75% 143.065 270.657 275.386

都市部の計 7.692.814 94,6% 79,3% 1.692.620 2.671.732 2.581.657

地方部 3.720.249 80% 80% 1.244.365 1.718.939 0

合計 11.413.063 90% 80% 2.936.985 4.390.671 2.581.657

Fuente: 上水・基礎衛生次官室–環境・水資源省 
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• 県政府の政策 

 

県レベルでの水セクターの優先付けは県毎に異なる。各県の水セクター開発計画で表示されている2013

年の目標（地方給水率）を次の表に示す。 

 

県名 給水率（%） 給水人口(人) 

サンタクルス 98% 615,264 

チュキサカ 70% 235,324 

タリハ 98% 159,943 

オルロ 65% 112,971 

ラパス 64% 582,479 

ポトシ 60% 311,246 

ベニ 60% 79,828 

パンド 45% 18,042 

コチャバンバ 50% 339,898 

合計 70% 2,454,995 
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